
事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

保育所等施設型給付事業
（私立保育所及び管外保
育所）

保育事業を私立保育所（１３保育園）及び管外保育園に委託
し、その運営費を補助する。
焼野・須恵・さくら・伸宏・姫井・石井手・西高泊・こぐま・真珠・貞
源寺・貞源寺第二・あおい・桃太郎園及び管外保育園
第２子以降の保育料について、所得制限や扶養児童のカウン
ト要件を設けずに令和６年９月分から無償化し、その財源を県
と市が２分の１ずつ負担する。

R4以前～
R12以降

1,277,632
子育て支援

課

幼稚園等施設型給付事業

子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園に対し、公定
価格（運営費）を施設型給付費として支給する。
平成２７年度に小野田小百合幼稚園が、平成２８年度に高千
帆小百合幼稚園、令和元年度に小野田めぐみ幼稚園が新制
度に移行、令和６年度から小野田めぐみ幼稚園は幼稚園型認
定こども園へ移行。

R4以前～
R12以降

210,813
子育て支援

課

地域型保育事業運営支援
事業

民間保育サービス事業者等が子ども・子育て支援新制度に基
づき、地域型保育事業の一つである事業所内保育事業を実施
するに当たっての運営費の負担を行う。

R4以前～
R12以降

27,000
子育て支援

課

私立保育所整備助成事業

市内の私立保育所の整備・大規模改修に対し補助することで、
保育所の健全な運営に寄与するとともに、保育環境を整えるこ
とで安全な保育を行うことができる。
また、施設整備について補助することにより、定員を確保し、待
機児童の解消を図る。

R4以前～
R12以降

35,229
子育て支援

課

公立保育所運営事業
スマエジ

公立保育所で保育を実施する。
（Ｒ４年度から 日の出保育園・厚陽保育園・ねたろう保育園）

第２子以降の保育料について、所得制限や扶養児童のカウン
ト要件を設けずに令和６年９月分から無償化し、その財源を県
と市が２分の１ずつ負担する。

R4以前～
R12以降

45,836
子育て支援

課

小野田地区公立保育所整
備事業

２－（１）

公立保育所再編基本計画に基づき、公立保育所の再編整備を
行う。
小野田地区の日の出保育園は、現在の120名と同じ規模で、
購入した既存園舎北側土地に建て替える。

R4以前～
R12以降

482,097
子育て支援

課

公立保育所環境整備事業

公立保育所は老朽化が進み、園児に対して危険が及ぶ可能
性がある箇所がある。保護者が安心して児童を通わすことがで
きるためにも、再編整備が完了するまでの間においても、緊急
的に修繕が必要な箇所について、所要の修繕等を行う。
また、備品等も老朽化が進み、修繕または買い替えが必要で
ある。

R4以前～
R12以降

164
子育て支援

課

住民情報系システム帳票
アウトソーシング事業

通知書等の印刷・封入封緘作業は、決められた期間内に本来
業務と並行して行わなければならず、時間外の作業も発生して
いる。また、現在のように市で印刷を行う場合、プリンターやバ
スターなど専用機器の維持費も恒常的にかかっている。県内５
市２町による住民情報系システムの共同調達（やまぐち自治体
クラウド）において、帳票印刷・封入封緘サービスの委託を行
う。

R4以前～
R12以降

74
子育て支援

課

副食費増加相当額軽減事
業

２－（１）

物価高騰下にあっても、私立保育所等において、これまで通り
の栄養バランスや量を保った食事の提供が行われるように、令
和３年４月１日からの食材料費支出に係る増加相当分を支援
する。

R4以前～
R7

4,230
子育て支援

課

公立保育所運営事業（臨
時）

２－（１）
スマエジ

食材料費のさらなる価格上昇や高止まり等の影響による物価
高騰に対応するため、栄養バランスや量を保った食事の提供
を継続するため、公立保育所の賄材料費の物価高騰相当額を
計上する。

R6～
R7

4,217
子育て支援

課

基本施策１　子育て支援の充実
（１）働く子育て家庭の支援

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

誰もが育ち・学び・遊べる
保育環境づくり推進事業

保育所等において、障害のある子ども、障害のない子どもをは
じめ、誰もが等しく育ち・学び・遊べる環境を整備するため、多
様性に配慮した環境整備等に要する経費の一部を支援する事
業を実施する

R6～
R7

3,087
子育て支援

課

認定こども園等施設型給
付事業

市内に1園、宇部市に1園の認定こども園が創設される。その認
定こども園に通う園児の施設型給付費を支払い、子育て世帯
の負担を軽減する。

R6～
R12以降

99,388
子育て支援

課

保育士独自加配事業
私立の保育施設において、配置基準を満たす職員を配置し、
かつ３歳未満児クラスへの加配を要件に、施設の定員規模に
応じた保育士の加配を支援する。

R6～
R12以降

25,000
子育て支援

課

一時預かり事業 ２－（１）

私立保育所（６園：焼野・須恵・さくら・真珠・貞源寺第二・あお
い）で実施する一時預かり事業に対して補助金を交付する。保
護者負担金：１日利用1,800円　半日利用900円。同額を保育所
に補助する。
なお、公立保育園（３園：日の出・厚陽・ねたろう）でも直営で実
施している。

R4以前～
R12以降

1,242
子育て支援

課

一時預かり事業（幼稚園
型）

２－（１）
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園が、園児（１号認
定子ども）を通常の就園時間外や長期休業期間中に行う一時
預かりに対して補助を行う。

R4以前～
R12以降

1,610
子育て支援

課

延長保育事業 ２－（１）

各児童が認定された保育時間を超えて保育を実施する延長保
育について、私立保育所に対し補助金を交付する。ただし、短
時間を超え標準時間までの間の延長保育については、利用料
を各園が徴収し、徴収した額は補助金から除く。
・標準時間延長(１時間延長５園、３０分延長６園)　・短時間延
長　全園

R4以前～
R12以降

15,940
子育て支援

課

障がい児保育事業 ２－（１）

障がい児を保育する公立保育所には保育士の加配を行い、私
立保育所には、保育士加配に対して補助金を交付している。
私立保育所への補助金額は、重度障害児月額78,800円、軽度
障害児月額39,400円と設定している。（R5～）

R4以前～
R12以降

20,804
子育て支援

課

保育所保険料補助事業
入所児童の安全管理のための任意の賠償責任保険の加入契
約に伴う保険料を保育所の定員によりその一部を補助する。

R4以前～
R12以降

83
子育て支援

課

多子世帯応援保育料等軽
減事業（保育所）

対象児童が保育所に入所した場合に保育料を減免（半額又は
全額）する。
平成２７年度から年齢制限をなくし拡充された。
対象児童が民間保育サービス入所した場合は保育料を助成す
る。（５万円限度）

令和２年度１０月以降は、幼児教育・保育の無償化の実施によ
り、保育料については３歳未満のみが対象となり、新たに、３歳
以上の児童の副食費についても補助の対象となった。

R4以前～
R12以降

1,692
子育て支援

課

私立幼稚園特別支援事業

私立幼稚園特別支援教育費補助金（単県補助分）交付要綱に
定める障がい児が在園する私立幼稚園に対し、財団法人山口
県私立幼稚園協会が補助金を交付する場合に、市が協会に対
して補助金を交付する。

R4以前～
R12以降

262
子育て支援

課

第２子以降保育料無償化
事業

認可外保育施設利用者のうち、保育の必要性がある第2子以
降の３歳未満児の保育料について、所得制限を設けずに助
成。【上限月額】一般認可外42,000円、企業主導型37,100円

R6～
R12以降

4,746
子育て支援

課

放課後児童対策事業（放
課後児童クラブ）

２－（１）

市内１１小学校区において、小学校の空き教室等を利用し、児
童クラブ事業を実施している。平日は放課後から午後５時まで
開所。土曜日及び長期休業期間は午前８時３０分から午後５時
まで開所。なお、午後５時から６時まで１時間の延長保育あり。
また、平成３０年度から、土曜日及び長期休業期間は、午前８
時から８時３０分まで30分の朝の延長保育を開始した。

R4以前～
R12以降

159,780
子育て支援

課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

児童クラブ施設整備等事
業

２－（１）

核家族化や共働き世帯の増加、また平成２７年度以降の児童
クラブ対象児童の拡大により、児童クラブの需要が増加してい
る。これにより、地区によって生じている待機児童の解消を図る
ため、児童クラブの拡充整備を行う。また、施設の老朽化によ
る大規模な修繕や周辺整備、また、高学年受入のための備品
整備等により、児童を安全に保育できる環境を整える。令和７
年度は、赤崎・高千帆児童クラブのエアコンを更新及び須恵児
童クラブの照明を更新する。

R4以前～
R12以降

3,016
子育て支援

課

放課後児童対策事業（放
課後児童クラブ）（臨時分）

【障害児受入推進事業】
児童クラブにおいて、配慮が必要な子どもの受入れに必要とな
る専門的知識等を有する放課後児童支援員等を配置すること
で、児童クラブの円滑な実施を図る。

R4以前～
R12以降

20,590
子育て支援

課

病児保育事業 ２－（１）
集団保育が困難な病児を、委託する民間事業所等で一時的に
預かることにより、就労等を行う保護者の子育て環境を整備し
子育て支援を行う。

R4以前～
R12以降

27,810
子育て支援

課

子育て短期支援事業 ２－（１）

児童を養育している保護者が、仕事、疾病その他の事由によ
り、家庭での児童の養育が一時的に困難な場合や、配偶者の
暴力から逃れるため、児童の緊急的な一時保護が必要な場合
に、児童養護施設等において一定期間養育・保護する。

R4以前～
R12以降

274
子育て支援

課

養育支援訪問事業 ２－（１）
乳児家庭全戸訪問事業により把握した「特に支援を必要とする
家庭」を対象として、保健師が「専門的相談支援」を実施する
（訪問は保健師が実施。）

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
子育て支援

課

子育てワンストップ事業

子育て関連の申請手続きについて、マイナンバーを用いてオン
ラインで一括した手続きを受け付ける。
対象となる手続
　子育て支援課：児童手当、児童扶養手当、保育
　健康増進課：母子保健

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
子育て支援

課

実費徴収に係る補足給付
事業（副食費）

幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、低所得世帯（第１階層
～第３階層）及び第３子の副食費を補助する。

R4以前～
R12以降

3,240
子育て支援

課

施設等利用給付事業

令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化の実施により行
われる事業。
3歳以上の児童及び非課税世帯の保育料を無償化するもの
（上限あり）。
対象施設は、新制度未移行幼稚園、認可外保育施設等。

R4以前～
R12以降

64,445
子育て支援

課

乳児等通園支援事業（こど
も誰でも通園制度）

２－（１）

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備
するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライ
フスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定
時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等
で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業（「こども誰でも通園
制度」)を創設する。

R7～
R12以降

8,764
子育て支援

課

地域子育て支援拠点事業 ２－（１）
スマエジ

市内３箇所の保育園（さくら・姫井・貞源寺第二）で月曜日から
金曜日までに5時間開設。（H29年度までは焼野保育園でも実
施、R3年度より須恵保育園は人員不足により休止中）
子育て世代の交流の場を提供し、子育て相談の受付や子育て
支援に関する講習会を実施。
また、近隣の児童館に出張し、育児相談及び育児講習を実施
する。

R4以前～
R12以降

26,142
子育て支援

課

子ども・子育て支援事業計
画推進事業

令和６年度に策定した「第３期山陽小野田市子ども・子育て支
援事業計画」について、教育･保育の量や確保方策などの評
価、点検を行う。また、新規の事業を行う場合、必要に応じて協
議会に諮り、委員の意見を聞く。
計画期間は令和７年度から令和１１年度までの５年間。

R4以前～
R12以降

160
子育て支援

課

（２）子育ての不安と負担の軽減
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事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

子育て支援情報発信事業
子育て支援情報発信ツールとして、また、妊娠期から子育て期
まで切れ目なくサポートすることを目的として、令和４年度に導
入した「母子モ」の管理・運営を行う。

R4以前～
R12以降

660
子育て支援

課

子育てコンシェルジュ事業 ２－（１） スマエジ

子育て世代が集まる子育て支援拠点施設等に積極的に出向
き、子育て世代の実態を拾い上げ、声のかけやすい子育て相
談窓口となり、子育て世代のニーズの把握、個々に必要な情
報提供や相談、助言等を行い、子育て世代の応援及び自立を
支援し、いきいきと楽しく子育てができる地域社会をつくる。

R4以前～
R12以降

20
子育て支援

課

子育て支援アプリ導入事
業

２－（１）
デジタル

化
妊娠期から子育て期まで切れ目なくサポートすることができる
子育て支援アプリを導入する。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
子育て支援

課

こども計画推進事業

令和５年４月１日施行された「こども基本法」において、国は、
市町村に、国が定めるこども大綱を勘案し、市におけるこども
政策についての計画「こども計画」の策定に努めることとしてい
る。
本市においても、すべてのこども・若者の健やかな成長及び身
体的・精神的・社会的幸福の実現に向け、令和７年度末までに
策定する。
こども計画に「子ども貧困対策推進計画」「こども若者計画」を
内包する予定であり、貧困対策に係るアンケート調査等を実施
する予定である。調査、分析を実績、ノウハウのある専門業者
に委託することで、正確なデータを取得し、将来の子育て支援
施策に実態を反映させ、子育てしやすいまちづくりを推進して
いく。

R7～
R12以降

4,090
子育て支援

課

子育て総合支援センター管
理・運営事業

２－（１） スマエジ

妊娠期及び子育て期の世代の誰もが気軽に立ち寄ることがで
き、子育てに関する相談支援や情報交換や交流の場等を提供
し、子どもの健やかな成長を支援するための拠点施設である
「子育て総合支援センター（スマイルキッズ）」の管理運営を行
う。

R4以前～
R12以降

7,631
子育て支援

課

地域子育て支援拠点（スマ
イルキッズ）事業

２－（１）
スマエジ

子育て総合支援センターにおいて、乳幼児と保護者が相互の
交流を行うことができる場所を開設し、子育てに関する相談・助
言、情報提供、子育てに関する講習開催等の子育て支援を行
う。
また、子育て総合支援センター内に小規模の畑を整備し、未就
学児をもつ親子が参加し、地域住民の指導のもとに、野菜の苗
植え、水やり、収穫等の体験を行うキッズファーム事業も実施。
収穫した野菜は、地域住民と収穫時に試食したり、キッズキッ
チンでの食育講座の食材に活用する。

R4以前～
R12以降

804
子育て支援

課

子育て総合支援センター管
理・運営事業（臨時分）

２－（１） スマエジ

妊娠期及び子育て期の世代の誰もが気軽に立ち寄ることがで
き、子育てに関する相談支援や情報交換や交流の場等を提供
し、子どもの健やかな成長を支援するための拠点施設である
「子育て総合支援センター（スマイルキッズ）」の管理運営を行
う。
【臨時】
令和７年４月から子育て総合支援センター内にこども家庭セン
ターを設置することから、現在の子育て総合支援センターのパ
ンフレットを再作成するための費用を計上。

R7～
R7

110
子育て支援

課

児童手当支給事業

高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最
初の年度末まで）を養育している人に対して児童手当を支給す
る。
■支給額（月額）
３歳未満
第１子、第２子：15,000 円 第３子以降： 30,000 円
３歳～高校生年代
第１子、第２子：10,000 円 第３子以降： 30,000 円

R4以前～
R12以降

1,250,196
子育て支援

課

特別児童扶養手当事業
身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している
父もしくは母等に特別児童扶養手当を支給するための申請を
受けて県に進達する。

R4以前～
R12以降

142
子育て支援

課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

福祉医療（乳幼児・ひとり
親家庭）助成事業

２－（１）

乳幼児医療費助成：小学校就学前の乳幼児の医療費（保険適
用）自己負担分を助成する。父母の市民税所得割額の合計が
136,700円を超える世帯は、単市助成分で助成する。
ひとり親家庭医療費助成：18歳未満の児童を養育するひとり親
家庭の父・母及び児童に対して、医療費(保険適用)の自己負
担分を助成する。ただし、市民税所得割が非課税の世帯に限
る。

R4以前～
R12以降

115,100
子育て支援

課

福祉医療事業（単市事業
分）

２－（１）
県制度の乳幼児医療費助成に上乗せして、所得制限（市民税
所得割136,700円超）を超えた方に対して、市単独で医療費助
成を行う。

R4以前～
R12以降

31,000
子育て支援

課

子ども医療費助成事業 ２－（１）
子育て世代の経済的負担を軽減するため、小学校1年生から
中学校3年生までの児童の保険適用医療費の自己負担分を助
成する。令和5年8月1日から所得制限を撤廃。

R4以前～
R12以降

131,600
子育て支援

課

養育医療給付事業 ２－（１）

身体の発育が未熟な状態で生まれた乳児（未熟児）が、指定
医療機関において入院養育を受ける場合に、出産後すみやか
な処置を講ずる必要があるため、医療が必要な未熟児に対し
て、養育に必要な医療費の助成を行う。

R4以前～
R12以降

7,020
子育て支援

課

小学校就学援助事業（生
保・就学援助対象者分）

経済的理由により就学困難と認められる児童又は小学校就学
予定者の保護者に対し、必要な援助を行うため、就学援助費
（学用品費購入費等）を支給する。

R4以前～
R12以降

18,000 学校教育課

中学校就学援助事業（生
保・就学援助対象者分）

経済的理由により就学困難と認められる生徒又は中学校就学
予定者の保護者に対し、必要な援助を行うため、就学援助費
（学用品費購入費等）を支給する。

R4以前～
R12以降

25,904 学校教育課

学校保健に係る医療費助
成事業（就学援助）

就学援助の認定を受けた児童生徒が学校検診で特定の疾病
に罹患していることが判った場合、その疾病を治療するための
医療費を助成する。

R4以前～
R12以降

10 学校教育課

学校給食に係る給食費助
成事業（就学援助）

就学援助の認定を受けた児童生徒の保護者に対して、給食費
を支給する。

R4以前～
R12以降

45,676 学校教育課

奨学関係事業

将来、社会に貢献し得る人材の育成を目的として、向学心に富
み有能な素質を有しながら、経済的な理由により修学が困難な
県内の生徒・学生に対し、奨学金の貸与業務を行っている、山
口県ひとづくり財団に負担金を支出。

R4以前～
R12以降

555 学校教育課

交通遺児助成金支給事業
交通遺児の就学と就職を奨励するため、交通遺児基金を設置
し、助成金を支給する。

R4以前～
R12以降

165 学校教育課

入学祝金給付事業 ２－（１）

次代を担う子どもの健全育成を図ること及び子育て世代の定
住を目的として、小学校・中学校入学を迎える子どもの保護者
に対して祝金を給付する。令和５年度から対象を拡大し、中学
校入学を迎える子どもの保護者に対しても給付。

R4以前～
R12以降

47,288
子育て支援

課

子育て応援ギフト事業 ２－（１）

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう
妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々
なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充
実し、経済的支援を一体として行う。

R4以前～
R7

2,509
子育て支援

課

利用者支援事業（妊娠等
包括相談支援事業型）

２－（１） スマエジ

妊娠時から妊婦・その配偶者に寄り添い、出産・育児等の見通
しを立てるための面談等の実施により、必要な情報提供や相
談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴
走型相談支援を行う。

R4以前～
R12以降

3,949
子育て支援

課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

妊婦のための支援給付事
業

２－（１）

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう
妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々
なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充
実し、経済的支援を一体として行う。
令和７年度から子ども・子育て支援法に基づく法定給付事業。
妊婦給付認定後に５万円、妊娠しているこどもの人数等の届出
後（出産予定日の８週間前）に妊娠しているこどもの人数×５
万円を支給

R7～
R12以降

30,126
子育て支援

課

児童館管理運営事業 スマエジ
市内6校区（本山・赤崎・須恵・高泊・高千帆･有帆）に児童館を
設置し、児童の健全育成及び育児相談・支援を実施する。

R4以前～
R12以降

42,891
子育て支援

課

ファミリーサポートセンター
事業

２－（１） スマエジ

子育ての援助を受けたい方と援助ができる方とによる地域の
相互援助組織であるファミリーサポートセンターの運営を行う。
会員の募集や登録事務、援助に関する調整、講習会、交流会
の開催及び広報紙の発行を行う。

R4以前～
R12以降

324
子育て支援

課

地域組織活動育成事業 ２－（１） スマエジ

地域における親子及び世代間の交流、文化活動、その他児童
福祉の向上を図る活動に専ら取り組む団体に対して補助金を
交付することにより、地域での子育て支援体制の充実を図る。
　市内７団体（本山・赤崎・小野田・高泊・高千帆・出合・厚陽）

R4以前～
R12以降

1,040
子育て支援

課

児童遊園施設整備事業 スマエジ

子どもが戸外で土や緑に触れ合う機会を創出し、安全で健や
かな遊び場づくりを進めるため、市が管理している児童遊園の
整備や維持管理を行う。
また、自治会が管理している公園の施設整備に対して補助金
の支給を行う。

R4以前～
R12以降

526
子育て支援

課

児童の集団的・個別的指
導事業

小野田児童館の廃止に伴い、小野田児童館で実施していた児
童の健全育成事業を事業形態を振り替えて実施する。毎月２
回程度地域交流センター等を活動場所として、子どもが遊びに
よって心身の健康を増進し、知的・社会的能力を高め、情緒を
豊かにするよう魅力的な遊びを提供する。

R5～
R12以降

1,716
子育て支援

課

家庭児童相談事業 ２－（１）

核家族化の進行や地域社会の連帯感が弱まるにつれて、家庭
や地域社会における子育て機能が低下している状況の中、子
育てに関する悩みや児童虐待等の様々な問題に対応するた
め、家庭児童相談事業を実施。

R4以前～
R12以降

68
子育て支援

課

児童扶養手当支給事業

18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父、母又は養育者
に対して児童扶養手当を支給する。ただし、所得による一部停
止、全部停止あり。令和6年11月分より全部支給及び一部支給
に係る所得制限限度額の引上げられた。
※支給額：全部支給　46,690円（1人）、2人目以降は11,030円
加算（金額は全部支給の場合）

R4以前～
R12以降

300,115
子育て支援

課

ひとり親家庭自立支援給
付事業

ひとり親家庭の就職に有利であり、生活の安定に資する資格
の取得を促進するため、自立支援教育訓練給付金及び高等職
業訓練促進給付金を支給し、ひとり親家庭の自立を支援する。

R4以前～
R12以降

9,241
子育て支援

課

ひとり親福祉事業
母子及び父子並びに寡婦福祉法第８条第１項の規定に基づ
き、母子・父子自立支援員を設置し、母子、父子及び寡婦の自
立に必要な情報提供、指導及び貸付事務等を行う。

R4以前～
R12以降

82
子育て支援

課

母子生活支援事業

児童福祉法第２３条の規定基づき、配偶者のない女子又はこ
れに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児
童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者及び
児童を母子生活支援施設において保護するもの。

R4以前～
R12以降

5,500
子育て支援

課

（３）地域社会での子育て支援

（４）配慮が必要な子どもと家庭の支援



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

なるみ園運営事業
児童発達支援事業所なるみ園の管理運営を指定管理者に行
わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付
与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を実施する。

R4以前～
R12以降

8,526
子育て支援

課

ことばの教室（幼児部）運
営事業

２－（１）
ことばの遅れや発音等が気になる未就学の幼児に対して、小
野田小学校及び厚狭小学校に開設していることばの教室幼児
部で言語指導を行う。

R4以前～
R12以降

127
子育て支援

課

乳児健康診査事業 スマエジ

出生届出時に交付された乳児一般健康診査受診票により委託
契約締結医療機関で公費にて受診する。継続的な健康の保持
増進を図るために個票により情報を管理する。健康診査と併せ
て安否確認も行う。

R4以前～
R12以降

6,125
子育て支援

課

幼児健康診査事業 スマエジ

母子保健法第１３条、発達障害者支援法第５条により１歳６か
月児健康診査及び３歳児集団健康診査として実施する。運動
機能、視聴覚等の障害、発達障害を持った子どもを早期発見
し、適切な指導を行う、心身障害の進行を未然に防止するとと
もに、生活習慣等の指導を行い健康の保持増進を図る。

R4以前～
R12以降

2,008
子育て支援

課

発育・発達事業 スマエジ
母子保健法第１２条、発達障害者支援法第５条及び６条、乳幼
児発達相談指導事業に基づき、幼児健康診査の心理相談、年
中児の心理相談会を実施

R4以前～
R12以降

203
子育て支援

課

妊産婦健康診査事業 ２－（１） スマエジ

母子健康手帳及び妊産婦健康診査補助券交付申請書を兼ね
た妊娠届出書を提出した者に、妊婦健康診査補助券（14回）及
び産婦健康診査受診補助券（2回（産後2週間・産後1か月）を
交付し、妊産婦健康診査を実施。また産婦健康診査は、産後う
つの予防や新生児への虐待予防を図ることも目的とする。

R4以前～
R12以降

39,961
子育て支援

課

妊娠の届出と母子健康手
帳の交付

スマエジ
母子健康手帳及び妊婦健康診査補助券交付申請書を兼ねた
妊娠届出書を提出した者に、母子健康手帳を交付する。

R4以前～
R12以降

70
子育て支援

課

産前産後サポート事業（マ
タニティひろば）

２－（１） スマエジ

市内に在住する妊産婦とその家族を対象に、妊娠・出産や子
育てに関する悩み等について保健師等の専門家による相談支
援を行うとともに妊産婦同士の相互交流により家庭や地域で
の妊産婦等の孤立感の解消を図る。また、妊娠・出産・育児に
関する正しい知識の習得により妊産婦の健康管理の向上を図
る。参加者が参加しやすいように、平日だけでなく休日にも開
催する。オンラインでの参加も可能な体制とする。

R4以前～
R12以降

295
子育て支援

課

母子保健健康教育事業 ２－（１） スマエジ

乳幼児の健康保持増進及び子育て支援のため、専門家の講
話及び実習を通じて正しい知識の普及に努めるため、あんしん
子育てひろば・離乳食ひろばを開催する。また離乳食から幼児
食への移行、う歯予防ための歯っぴーひろばを開催する。

R4以前～
R12以降

256
子育て支援

課

発育・発達事業（療育教
室）

２－（１） スマエジ

幼児健診等において、経過観察が必要とされた児及び育児に
不安を持つ保護者に対して、親子遊び、育児相談、発達相談
等の療育教室を実施する。定期的に利用することで保護者が
育児に自信が持てるようになったり、児の発達を中心に障害と
の付き合い方や児の見方について学ぶことで早期療育につな
げるなどの早期の発達支援を行う。

R4以前～
R12以降

234
子育て支援

課

定例育児相談（すくすく相
談）・随時育児相談事業

２－（１） スマエジ

乳幼児の健康的な発育・発達及び育児支援を図るために定期
的に相談できる場として育児相談を開催する。また不安に感じ
たときにいつでも対応できるよう、随時で対応する。（オンライン
相談含む）

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
子育て支援

課

母子家庭訪問指導事業 ２－（１） スマエジ

ハイリスク妊婦とその出生児、第一子新生児及び母子保健推
進員実施の生後４か月までの全戸訪問で乳児に会えなかった
場合等に訪問し訪問指導を実施する。各種健康診査未受診者
に対する受診勧奨及び安否確認も行う。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
子育て支援

課

（５）母子保健サービスの充実



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

利用者支援事業（こども家
庭センター型）

２－（１） スマエジ

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を実施す
る。保健師等がすべての妊産婦の状況を継続的に把握し、総
合的な相談支援や必要に応じて関係機関と連携してサポート
プランの策定を行うこども家庭センターを運営する。

R4以前～
R12以降

4,312
子育て支援

課

産後ケア事業 ２－（１） スマエジ

産後に心身の不調、または育児不安のある等、支援が必要と
認められる産婦に対して心身のケアや育児サポートのきめ細
かい支援及び休養の機会を提供することにより、産後も安心し
て子育てができる支援体制を確保する。

R4以前～
R12以降

1,021
子育て支援

課

不妊治療費助成事業 ２－（１）

次世代育成支援の一環として不妊に悩む方々の不妊治療へ
の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成
し、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進する。
市：一般不妊治療助成事業　県：人工授精治療費助成事業、
不育症検査費用助成事業

R4以前～
R12以降

1,542
子育て支援

課

母子保健推進員育成・活
動支援事業

２－（１） スマエジ

母子保健施策を推進するために、母子保健事業への協力や周
知、普及啓発を行い、市民と行政のパイプ役として積極的な子
育て支援活動を展開することにより、各地域に母子保健推進
員を配置し、地域での活動展開を支援する。

R4以前～
R12以降

537
子育て支援

課

妊婦歯科健康診査事業 ２－（１） スマエジ

妊娠中の流早産の原因には様々あるが、歯周病はその一つに
挙げられる。妊娠中の歯科保健対策として、妊婦歯科健康診
査を実施することで歯周病の予防、早期発見を行い、適切な治
療に結びつけ妊娠・出産が安心できるように支援する。

R4以前～
R12以降

592
子育て支援

課

多胎妊産婦支援事業 ２－（１） スマエジ
多胎妊産婦に対して、妊婦健康診査費用の追加助成を行うこ
とにより心身等の負担を軽減し、母子とその家族が安心して出
産できるように支援する。

R4以前～
R12以降

95
子育て支援

課

葉酸サプリメント配布事業 ２－（１） スマエジ

葉酸は適量を摂取することで、二分脊椎などの神経管閉鎖障
がい等の発症リスクを下げたり、妊娠期の貧血や妊娠高血圧
症候群の予防に効果があると言われている。厚生労働省にお
いても特に妊娠計画中及び妊娠初期は通常の食事から摂取
する量に加え、サプリメント等を活用することを推奨している。
本市においてもこれまでも妊婦等への情報提供は行ってきた
が、それに加えて対象者へサプリメントの配布を行い、安心安
全な妊娠・出産・育児へとつなぐ一助とする。また、配布時には
保健師または管理栄養士による面談を行い、説明した上で配
布することにより食生活等を見直すきっかけとする。

R5～
R12以降

228
子育て支援

課

新生児聴覚検査費助成事
業

２－（１） スマエジ

聴覚障害は聴覚検査により早期に発見され適切な支援を行う
ことで、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に
抑えられると言われており、新生児聴覚検査の費用の一部又
は全部を助成することで、経済的負担の軽減を図り、全ての新
生児が検査を受けやすい体制を整備する。

R6～
R12以降

1,688
子育て支援

課

介護支援ボランティア活動
事業

スマエジ

第一号被保険者（（65歳以上）が、介護保険施設等で介護支援
ボランティア活動を行い、活動実績に応じてポイントを付与し、
上限を設けて転換交付金を交付する。また、市が養成する介
護予防応援隊が行なう音読や体力測定等のボランティア活動
に対して、活動実績に応じてポイントを付与し転換交付金を交
付できるようにする。

R4以前～
R12以降

2,828 高齢福祉課

介護保険第2号被保険者
における介護支援ボラン
ティア活動事業

スマエジ

第二号被保険者（（40歳以上65歳未満）が、介護保険施設等で
介護支援ボランティア活動を行い、活動実績に応じてポイント
を付与し、上限を設けて転換交付金を交付する。また、市が養
成する介護予防応援隊が行なう音読や体力測定等のボラン
ティア活動に対して、活動実績に応じてポイントを付与し転換交
付金を交付できるようにする。

R4以前～
R12以降

303 高齢福祉課

基本施策２　高齢者福祉の充実
（１）生涯現役社会づくりの推進



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

敬老啓発事業

100歳長寿者に対する市長の表敬訪問。88歳及び100歳以上
の高齢者に対する市長と保育園児又は幼稚園児合作の敬老
祝カードの贈呈。市内事業所による敬老お祝いセールの実
施。小中学生の敬老意識醸成事業として、敬老ポスターの募
集を行う。また、高齢者の長寿を祝い、敬老意識の醸成を図る
ため、地域で敬老事業を実施されるよう働きかけていくととも
に、事務的支援を行っていく。

R4以前～
R12以降

586 高齢福祉課

高齢者団体の活性化（老
人クラブ等）

スマエジ
単位老人クラブ、老人クラブ連合会に対する補助を行う。いず
れも国の間接補助事業。老人クラブは、高齢者の地域活動の
一環として、地域交流活動や清掃奉仕活動等を実施している。

R4以前～
R12以降

1,298 高齢福祉課

老人福祉作業所と利用促
進

老人福祉作業所（４箇所）を運営する上で必要な経費(光熱水
費、通信運搬費（電話料）、手数料（汲取り）、保険料（建物損
害）、設備保守（消防）等）　等の費用の負担

R4以前～
R12以降

566 高齢福祉課

全国健康福祉祭参加祝い
金支給事業（ねんりんピッ
ク出場者祝い金）

ねんりんピック出場者壮行会を開催し、出場者に祝い金を贈呈
する。

R4以前～
R12以降

50 高齢福祉課

生きがいと健康づくり推進
事業

スマエジ

市内在住の高齢者が、家庭、地域等社会の各分野で、経験と
知識及び技能を生かし、健康で生きがいをもち生活できるよう
地域の協力のもと、老人クラブ連合会に対し、スポーツ大会等
を委託。その他、高齢者の生きがいと健康づくりに資する事業
を展開。

R4以前～
R12以降

1,800 高齢福祉課

総合相談・支援事業（地域
包括支援センターの充実）

高齢者が地域で安心して生活を継続できるよう、高齢者に関す
る様々な相談を受け、適切なサービス等につなぎ、継続的かつ
専門的に支援を行う地域包括支援センターの機能を強化させ
る。また、サブセンターの継続設置により、総合相談機能の強
化を図る。

R4以前～
R12以降

27,292 高齢福祉課

包括的・継続的ケアマネジ
メント業務

高齢者が地域で暮らし続けていくことができるように、個々のケ
アマネジャーのサポートを行う。高齢者を支援するケアマネ
ジャーに対し、自立支援に資するケアマネジメントの実践が可
能となる環境整備を行うとともに、ケアマネジメントの質の向上
を図る。また、主任ケアマネジャーの実践力向上のための支援
及び情報交換を行う。

R4以前～
R12以降

89 高齢福祉課

地域ケア会議推進事業

ケアマネジメントを通じて、介護等が必要な高齢者が住みなれ
た地域での生活を地域全体で支援していくことを目的に、多職
種で構成される地域ケア会議を開催するとともに、個別ケース
において抽出された地域課題を地域づくりや政策形成へ結び
付けていく。

R4以前～
R12以降

195 高齢福祉課

地域包括支援センター委
託事業

地域包括支援センターの直営による運営について、令和8年度
から北部地区（旧山陽町・高千帆小学校区）について外部法人
への委託を目指し、令和７年度に公募型プロポーザル方式に
よる委託事業者の選定を行う。今後、令和11年度から2か所目
（南部：高千帆小学校区を除く旧小野田市）の委託を開始し、市
直営の基幹型と連携し地域包括支援センターの運営を行う。ま
た、今後の市の包括的・重層的相談支援体制に向けた検討を
合わせて行う。

R6～
ゼロ予算 高齢福祉課

在宅医療・介護連携推進
事業

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在
宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目ない在宅医療と介護
の提供体制の構築を推進するため、地域の実情を把握・分析
し、地域住民や医療・介護関係者と課題を共有し、医療と介護
の関係者との協働・連携を推進する。

R4以前～
R12以降

491 高齢福祉課

（２）高齢になっても住みよい地域づくり



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

生活支援サービスの体制
整備事業

スマエジ

単身や高齢者世帯、認知症高齢者が増加する中、高齢者が住
み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、地域における
ニーズを把握し、地域の実情に応じた生活支援体制を構築す
るとともに、高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていく。
山陽小野田市社会福祉協議会へ事業を委託。

R4以前～
R12以降

8,453 高齢福祉課

権利擁護事業

判断能力が不十分な認知症高齢者等の権利を守るため、成年
後見制度の活用促進や老人福祉施設への措置、虐待の対
応、消費者被害の防止などを行う。また、高齢者虐待の防止及
び対応を強化させるため、関係機関との連携を強化する。

R4以前～
R12以降

81 高齢福祉課

成年後見利用支援事業
市長申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の
申立てに要する経費や成年後見人等の報酬助成を行う。

R4以前～
R12以降

3,398 高齢福祉課

成年後見制度利用促進体
制整備推進事業

山陽小野田市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成
年後見制度の利用が必要なものが制度を利用できる地域体制
を構築するため、普及啓発や地域の関係機関との連携ネット
ワークの構築に取り組む。また、計画の進捗管理を行い、令和
7年度中に第2期の計画を策定する。

R4以前～
R12以降

218 高齢福祉課

成年後見制度利用促進体
制整備推進事業（計画策
定分）

第1期山陽小野田市成年後見制度利用促進基本計画の計画
期間が終了することに伴い、第2期山陽小野田市制度利用促
進基本計画を策定する。策定に当たり、アンケートの実施と計
画策定委員会を開催する。

R4以前～
R12以降

213 高齢福祉課

高齢者の実態の把握

高齢者の生活実態や保健福祉サービスに対するニーズ等を調
査・分析し高齢者福祉推進の基礎資料とするために、毎年5月
1日を基準日とし民生委員が訪問により調査を実施。
実施主体が平成28年度より山口県から本市に変更になった。

R4以前～
R12以降

51 高齢福祉課

高齢者福祉計画の策定及
び進捗管理事業

高齢社会における様々な課題に対し基本的な目標を定めその
実現に向かって取り組むべき施策を明らかにするため３年を期
間とし策定する。老人福祉法に定められている「老人福祉計
画」及び介護保険法に定められる「介護保険事業計画」を一体
として策定し、進捗管理を行う。これらの策定及び進捗管理に
伴い高齢者保健福祉推進会議を開催する。

R4以前～
R12以降

160 高齢福祉課

ケアセンターさんよう売却
準備事業

ケアセンターさんよう（ケアハウス、デイサービスセンター、地域
交流センター）の管理運営を平成18年度から平成36年度まで
の間、「医療法人社団光栄会」を指定管理者とし委託していた
が、令和5年12月末をもって指定管理期間を終了し、施設を廃
止した。本施設については、福祉施設に活用することを条件と
して民間に売却することを予定しているため、引き続き施設を
管理し、売却に向けた準備を進めていく。

R6～
R7

5,619 高齢福祉課

老人保護措置事業

経済的あるいは環境的事由等により、在宅生活を継続し、又は
今後在宅生活を始めることが困難であるおおむね６５歳以上の
高齢者等に対して、必要な手続や調査を実施した後、養護老
人ホームに入所させ、扶助費を支払う。
また、虐待等で緊急分離が必要な場合は、ショートを含めた入
所等を行う。

R4以前～
R12以降

217,378 高齢福祉課

加齢性難聴者補聴器購入
助成事業

難聴は、認知症の予防可能なリスク要因としての影響が大きい
という報告があり、難聴への早期介入が認知症予防として有効
であることが分かっている。また、補聴器の使用が認知機能低
下の抑制に効果があることもわかっていることから、本市では、
認知症予防の取組の一つとして、難聴の早期発見及び中等度
難聴者の補聴器の使用を進めたいと考えている。一方で、補
聴器の購入については、経済的に困難な方もおられると考えら
れることから、補聴器の購入助成制度を創設する。

R7～
R12以降

2,760 高齢福祉課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

寝具乾燥消毒サービス事
業

市内在住の65歳以上で高齢者単身世帯、高齢者のみの世帯
又はこれらに準ずる世帯に属する者並びに心身障害者であっ
て何らかの事情により、自らが使用する寝具類の衛生管理が
困難な高齢者等に対して寝具乾燥消毒サービスを実施する。
年に2回実施し寝具は、回収、配達する。

R4以前～
R12以降

366 高齢福祉課

訪問理美容サービス事業

身体上又は精神上の障害があるため理髪店等に出向くことが
困難な高齢者等に対し、居宅に訪問して理美容サービスを受
けることができるようにする。理美容者の訪問費用の補助を行
い、利用者は理美容サービス料のみ支払う。

R4以前～
R12以降

30 高齢福祉課

福祉電話利用助成事業

低所得のひとり暮らし高齢者等の孤独感を和らげるとともに、
その安否確認や緊急連絡の手段の確保を図る等、各種の
サービス提供を行うために電話を無料で貸与する。
助成内容は、毎月の電話料金基本料金。通話料については、
各自利用者負担。

R4以前～
R12以降

432 高齢福祉課

緊急時短期入所事業

対象者を通常介護している者が疾病等の理由により当該対象
者の介護が困難になった場合で緊急に施設に入所させる必要
が生じたときに介護老人福祉施設へ短期入所をさせる。市内
在住の要介護者で介護保険による保険給付内での同様サー
ビスの利用ができないものに限る。

R4以前～
R12以降

63 高齢福祉課

無年金者特別給付金支給
事業

国民年金制度その他の公的年金制度において、自らの責によ
らず年金たる給付を受けることができない市内の高齢者等に
対して、福祉の向上を目的とした給付金の支給を行う。

R4以前～
R12以降

120 高齢福祉課

生活管理短期入所事業

市内に住む市民税非課税世帯に属する高齢者で（介護保険制
度による要介護者及び要支援者を除く）日常生活を営むのに
支障があると認められるものが、一時的に養護が必要となった
場合に原則７日間を限度とし、養護老人ホームに短期入所させ
る。

R4以前～
R12以降

252 高齢福祉課

高齢者福祉計画の策定及
び進捗管理事業（介護予
防・日常生活圏域ニーズ調
査：地域支援事業）

高齢社会における様々な課題に対し基本的な目標を定めその
実現に向かって取り組むべき施策を明らかにするため３年を期
間とし策定する。老人福祉法に定められている「老人福祉計
画」及び介護保険法に定められる「介護保険事業計画」を一体
として策定し、進捗管理を行う。
計画策定時には、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（R5実
績　対象3,000件、回収率62.2%）の実施が国から求められてい
るため、地域支援事業（一般介護予防評価事業）に該当する形
で実施する。

R4以前～
R12以降

879 高齢福祉課

高齢者緊急時見守り事業
（地域支援事業：任意事
業）

スマエジ

高齢者等が地域で安心して暮らせるように、地域で支えあう体
制づくりを推進する。その一つとして、相談及び急病等の緊急
時に適切な対応を行うために業務を委託する。委託業務内容
は、緊急通報・健康相談受付業務、緊急通報装置端末の管理
業務等とする。

R4以前～
R12以降

7,139 高齢福祉課

住宅改修支援事業（地域
支援事業：任意事業）

居宅介護支援の提供を受けていない高齢者が住宅改修する
に当たって、住宅改修費等支給申請に係る理由書を作成する
ケアマネージャーに費用の助成（1件当たり2,000円）を行う。

R4以前～
R12以降

10 高齢福祉課

家族介護支援事業

市内の在宅高齢者を介護している家族に対し、介護者の交流
事業を実施するなどし、家族の精神的、身体的な負担の軽減
を図る。
家族介護者交流事業は、年に2回実施。

R4以前～
R12以降

628 高齢福祉課

紙おむつ等支給事業

紙おむつ等を常時必要とする在宅の寝たきり高齢者等（市民
税非課税世帯）を介護する家族に対して、紙おむつ等の介護
用品を申請により支給する。対象者に助成券を交付し、対象者
は、この券を指定の店舗にて提示することで紙おむつ等の支
給を受ける（月6,000円を上限）。

R4以前～
R12以降

6,075 高齢福祉課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

「高齢者福祉サービス」シ
ステム維持管理（地域支援
事業：任意事業）

高齢者福祉サービスシステムの維持管理を行う。
R4以前～
R12以降

195 高齢福祉課

介護予防普及啓発事業 スマエジ

第1号被保険者（65歳以上の高齢者）に対して、介護予防教室
や講座等を実施し、心身の健康保持・増進に関する啓発や教
育を行う。また、パンフレットや介護予防手帳（自身の介護予防
実施等の記録管理するための媒体）の作成、配布を行い、介
護予防の普及啓発を行う。

R4以前～
R12以降

1,032 高齢福祉課

地域介護予防活動支援事
業

スマエジ

生活機能の低下した高齢者に対して、リハビリテーションの理
念を踏まえて「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素に
バランスよくアプローチするために、体操等介護予防に充実し
た内容を行う住民運営通いの場の立ち上げ支援を行う。あわ
せて、介護予防に効果的なプログラムを提供する。また、介護
予防・日常生活支援総合事業の多様なサービスに係る介護従
事者の基礎研修を実施する。また、介護予防の知識を身に付
け、市が実施する介護予防事業等のサポートができる介護予
防応援隊の養成と養成後のレベルアップ研修を開催する。

R4以前～
R12以降

397 高齢福祉課

地域リハビリテーション活
動支援事業

介護予防の推進に向け、バランスよく、より専門的に働きかけ
るために、理学療法士などリハビリ専門職等を活用した自立支
援に資する取組を推進していく。具体的には住民への介護予
防に関する技術的助言、介護職員等の介護予防に関する技術
的助言、地域ケア会議におけるケアマネジメント支援などを行
う。

R4以前～
R12以降

81 高齢福祉課

介護予防把握事業 スマエジ
訪問や関係機関との連携、あたまの健康チェックの実施などを
通して、閉じこもりやＭＣＩの疑い等何かの支援を要する高齢者
の把握を行い、介護予防活動へつなげる。

R4以前～
R12以降

159 高齢福祉課

一般介護予防評価事業
住民運営通いの場や介護予防普及啓発などの一般介護予防
事業全体の事業評価を行い、より効果的な事業の実施に向け
て、事業の見直し・改善を行う。

R5～
R12以降

ゼロ予算 高齢福祉課

訪問型サービス（第一号訪
問事業）

総合事業への移行に当たり、介護保険予防給付で提供されて
いた訪問介護を地域支援事業で提供できるように体制を整備
する。従来の要支援認定者及び基本チェックリストで本事業対
象者となった者に対しその多様な生活支援のニーズに対して
多様なサービスが提供できる体制を整備する。

R4以前～
R12以降

29,521 高齢福祉課

通所型サービス（第一号通
所事業）

総合事業への移行に当たり、介護保険予防給付で提供されて
いた通所介護を地域支援事業で提供できるように体制を整備
する。従来の要支援認定者及び基本チェックリストで本事業対
象者となった者に対しその多様なニーズに対して多様なサービ
スが提供できる体制を整備する。

R4以前～
R12以降

155,189 高齢福祉課

介護予防ケアマネジメント
（第一号介護予防支援事
業）

高齢者が要支援状態になることをできるだけ防ぎ、たとえ要支
援状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにすること
を目的に、介護予防に資するケアマネジメント（アセスメント及
び計画作成等）を行う。（一部居宅介護支援事業所へ委託）

R4以前～
R12以降

31,501 高齢福祉課

総合事業給付管理事業
事務の円滑化・適正化を目的に国民健康保険連合会に総合事
業サービス費の審査・管理業務を委託する。

R4以前～
R12以降

1,239 高齢福祉課

高額介護予防・高額医療
合算介護予防サービス費
相当事業

総合事業によるサービス利用に係る利用者負担額が高額とな
る場合、限度額を超える部分を高額介護予防サービス費として
申請者へ支給する。

R4以前～
R12以降

480 高齢福祉課

総合事業サービス事業所
の指定及び指導監督事業

総合事業サービス事業所の指定及び各種届出の審査受理を
行う。また、計画的に運営指導等を行い、総合事業の適正な運
営の確保を図る。介護分野の文書に係る負担軽減の取組とし
て「電子申請届出システム」を導入し、令和7年1月から運用を
開始した。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
福祉指導監

査室

（３）介護予防の推進



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

認知症サポーター養成事
業

スマエジ

今後増加する認知症高齢者を地域で支えるために、認知症を
正しく理解し地域で支える認知症サポーター養成講座や、認知
症サポーター養成講座修了者に対する認知症サポータース
テップアップ講座を実施し、認知症を自分の問題として捉え、地
域全体で認知症を支えていく意識の醸成を図る。

R4以前～
R12以降

116 高齢福祉課

徘徊高齢者等見守りネット
ワーク構築事業

今後増加していく認知症高齢者を地域で支えるために、認知症
の理解を深め、認知症高齢者が行方不明になったときに早期
発見できる仕組みづくりを行うとともに、認知症になっても安心
して暮らせる地域づくり進める。

R4以前～
R12以降

118 高齢福祉課

認知症地域支援推進事業

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが
できるよう、認知症の理解の促進や、認知症の容態に応じた効
果的な支援が行われる体制整備などの地域づくりの役割を担
う認知症地域支援推進員を配置する。認知症地域支援推進員
を中心に、認知症普及啓発や関係機関のネットワークの構築、
認知症の人やその家族の支援、チームオレンジの設置、認知
症カフェの設置の取組などを行う。

R4以前～
R12以降

909 高齢福祉課

認知症初期集中支援推進
事業

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れ
た地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やそ
の家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置
し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。

R4以前～
R12以降

311 高齢福祉課

介護サービス提供事業

要介護の認定を受けた被保険者が安心して暮らせるように、介
護状態に応じて、デイサービスやホームヘルプなどの在宅
サービス及び特別養護老人ホームや老人保健施設などの施
設サービスを提供する。

R4以前～
R12以降

5,883,338 高齢福祉課

介護予防サービス提供事
業

要支援認定を受けた被保険者が、できる限り自立した生活を
送れるよう、状態の維持や改善を重視したデイサービスやホー
ムヘルプ等の介護予防サービス（予防給付）の提供を行う。

R4以前～
R12以降

168,213 高齢福祉課

介護保険施設サービス利
用者負担軽減事業

低所得者に対して、介護4施設の居住費や食費が過重な負担
とならないように補足給付を行う。

R4以前～
R12以降

110,998 高齢福祉課

高額介護・高額医療合算
介護サービス費支給事業

介護サービスの利用料（同一世帯の居宅サービス・施設サー
ビスの合計額）の１か月の自己負担が一定の上限額を超えた
場合、その超えた部分について「高額介護サービス費」として
支給する。また、介護保険と医療保険における自己負担の合
算額が一定の上限額を超えた場合は、「高額医療合算介護
サービス費」を支給する。

R4以前～
R12以降

169,311 高齢福祉課

指定介護予防支援業務

介護保険における予防給付の対象となる要支援者が、介護予
防サービス等の適切な利用を行うことができるよう、その心身
の状況及び環境等を勘案したケアプランを作成するとともに、
サービス事業者等の関係機関との連絡調整を行う。

R4以前～
R12以降

10,763 高齢福祉課

地域密着型サービス指導
監督事業

グループホームなどの地域密着型サービス事業所に実地指
導、運営委員会を通して、事業運営や介護報酬の取扱い、利
用者の方への対応などについて指導・監査を行う。

R4以前～
R12以降

32 高齢福祉課

地域密着型サービス事業
所の指定及び指導監督事
業

介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業所の指定及び
各種届出の審査受理を行う。また、計画的に運営指導等を行
い、地域密着型サービスの健全かつ適正な運営の確保を図
る。介護分野の文書に係る負担軽減の取組として「電子申請届
出システム」を導入し、令和7年1月から運用を開始した。

R4以前～
R12以降

30
福祉指導監

査室

（４）認知症施策の推進

（５）介護（予防）サービスの充実



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

居宅介護支援事業所等の
指定及び指導監督事業

介護保険法に基づき、居宅介護支援事業所及び介護予防支
援事業所の指定並びに各種届出の審査受理を行う。また、計
画的に運営指導等を行い、居宅介護支援事業所等の健全か
つ適正な運営の確保を図る。令和6年4月から介護保険法改正
により、介護予防支援事業所の指定及び指導監督業務が新た
に加わった。介護分野の文書に係る負担軽減の取組として「電
子申請届出システム」を導入し、令和7年1月から運用を開始し
た。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
福祉指導監

査室

介護給付管理事業
事務の円滑化・適正化を目的に国民健康保険連合会に介護給
付サービス費（介護報酬）審査・管理業務を委託する。

R4以前～
R12以降

7,976 高齢福祉課

介護サービス給付費適正
化事業

自立支援に資する適正なケアマネジメント及びサービス提供に
ついて、介護給付適正化委員会において協議し、助言をいた
だき、利用者により良いサービス提供ができるようにする。

R4以前～
R12以降

23 高齢福祉課

介護保険低所得者利用者
負担対策事業

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が利用者負担
額を減免する場合に、自らが負担した額が利用者負担金の総
収入のうち一定割合を超えた社会福祉法人に対し、市がその
超えた部分の一部を助成する（国、県の3/4の補助　国1/2、県
1/4）

R4以前～
R12以降

35 高齢福祉課

介護保険管理事業
基金・償還事業を含めた介護保険制度全般における適切な運
営管理を行い、介護サービスが安心して利用できる体制づくり
を行う。

R4以前～
R12以降

2,620 高齢福祉課

介護認定審査事業
介護サービスを提供する場合は介護認定を行う必要があるた
め、対象者の調査・審査等の業務を行う。

R4以前～
R12以降

26,916 高齢福祉課

介護保険資格管理事業
介護保険サービスの提供及び介護保険料賦課を行うため、65
歳以上の市民及び住所地特例者の第１号被保険者及び要介
護認定者の第２号被保険者の介護保険資格の管理を行う。

R4以前～
R12以降

6,669 高齢福祉課

介護保険賦課徴収事業
介護保険料は、介護サービス給付費の財源として全体の23％
を負担することとされているため、第１号被保険者の前年所得・
世帯状況等勘案した保険料の賦課・徴収を行う。

R4以前～
R12以降

5,123 高齢福祉課

住民情報系システム帳票
アウトソーシング事業

通知書等の印刷・封入封緘作業は、決められた期間内に本来
業務と並行して行わなければならず、時間外の作業も発生して
いる。また、現在のように市で印刷を行う場合、プリンターや
バースターなど専用機器の維持費も恒常的にかかっている。
県内５市２町による住民情報系システムの共同調達（やまぐち
自治体クラウド）において、帳票印刷・封入封緘サービスの委
託を行う。

R4以前～
R12以降

2,446 高齢福祉課

介護認定審査会ペーパー
レス化事業

デジタル
化

介護認定審査会資料をペーパーレス化することで、委員はクラ
ウド上で事前の審査資料を確認できるようになり、現状の郵送
と比較して迅速な資料提供が可能となる。また、審査資料の印
刷費、郵送料、冊子作成に係る人件費などが大幅に削減でき
るため、コストカットが見込める。

R7～
1,876 高齢福祉課

（６）介護保険の円滑な運営



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

各種障害者手帳受付・証
明事業

①障がいを有する人からの申請書を受理②県が発行した手帳
の交付③手帳の種類や障害内容、等級に応じた市や県の障
害福祉サービスについて説明④サービス利用の手続きを行
う。山口県障害福祉関係事務費交付金要綱における身体障害
者福祉法施行細則第15条に基づく経由事務。

R4以前～
R12以降

259 障害福祉課

障害者計画等策定及び推
進事業

山陽小野田市障害者計画（障がい者の福祉に関する施策及び
障がいの予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図
ることを目的とした中長期的な計画）及び山陽小野田市障害福
祉計画、山陽小野田市障害児福祉計画（障害福祉サービス等
の見込量、確保の方策を定める3年を1期とする計画）の計画
の進捗確認や事業の検証を行う。

R4以前～
R12以降

64 障害福祉課

心身障害者扶養共済掛金
助成事業

心身障害者扶養共済制度は、障がいのある方を扶養している
保護者が、毎月一定額の掛金を納入することにより、保護者が
死亡または重度障がいになったとき、障がいのある方に終身
一定額の年金が支給される山口県の事業である。本助成事業
は、その掛金を完納した場合、掛金の1/2を助成する。

R4以前～
R12以降

264 障害福祉課

特別障害者手当等給付事
業

日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい者
（児）で、障がいの程度が国の基準を満たす者に対し、年4回（5
月、8月、11月、2月）に分けて手当を支給する。

R4以前～
R12以降

28,322 障害福祉課

在宅酸素濃縮器電気料助
成事業

呼吸器機能障がい３級以上で、在宅において２４時間酸素濃
縮器を利用する方に電気料を助成する。（非課税世帯に限る）

R4以前～
R12以降

198 障害福祉課

自立支援給付事業

自立支援給付の種類
計画相談支援の内容を基に、障害福祉サービスの提供を行
う。利用者負担は原則1割（世帯の収入により負担上限あり）。
①介護給付：障害支援区分の認定を受け、居宅介護や生活介
護等を提供②訓練等給付主に就労に係るサービスの提供③
補装具給付：失われた部位や部分を補って必要な身体機能を
得るための補装具に対して補装具費を支給する。

R4以前～
R12以降

1,352,963 障害福祉課

障害児通所給付事業
障害児相談支援の内容を基に、障害児通所支援（児童発達支
援・放課後等デイサービス等）の提供を行う。利用者負担は原
則１割（世帯の収入により負担上限あり）。

R4以前～
R12以降

369,229 障害福祉課

審査システム導入事業

自治体は国保連合会から送信される請求データーの審査を行
い支払いを行う。請求内容の誤りを防ぐため、支払い状況を点
検するためのツールとして専用ソフトを使用し給付の審査及び
業務の効率化を図る。

R4以前～
R12以降

792 障害福祉課

障害者虐待防止対策支援
事業

障がい者虐待の未然防止及び早期発見、迅速な対応、再発防
止等の為、関係機関との連携を強化することを目的に山陽小
野田市高齢者及び障がい者虐待防止協議会を開催するもの。

R4以前～
R12以降

6 障害福祉課

住民情報系システム帳票
アウトソーシング事業

県内５市２町による住民情報系システムの共同調達（やまぐち
自治体クラウド）において、帳票印刷・封入封緘サービスの委
託を行う。これにより通知書等の印刷・封入封緘作業に要する
作業時間を短縮することができる。障害福祉課では、重度心身
障害者医療費助成事業における年次更新業務において、福祉
医療受給者証の印刷を委託している。

R4以前～
R12以降

30 障害福祉課

住民情報系システム改修
事業

令和７年１０月から「就労選択支援」が障害者総合支援法に基
づく障害福祉サービスとしてサービス提供を行うことになるた
め、このことに伴うシステム改修を行う。

R4以前～
R12以降

1,793 障害福祉課

基本施策３　障がい者福祉の充実
（１）障がい福祉サービスの充実



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

障害者計画等策定及び推
進事業（臨時分）

①山陽小野田市障害者計画（障がい者の福祉に関する施策及
び障がいの予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
図ることを目的とした中長期的な計画）及び②山陽小野田市障
害福祉計画、③山陽小野田市障害児福祉計画（障害福祉サー
ビス等の見込量、確保の方策を定める3年を1期とする計画）の
３つ計画について、アンケートを実施する。

R4以前～
R12以降

183 障害福祉課

自立支援給付事業（就労
選択支援）

就労選択支援とは、障害者総合支援法の改正により、新たに
創設され、令和７年１０月１日から開始されるたサービスで、障
がい者本人の希望や適性にあった就職先や就労系障害福祉
サービスを選べるよう支援するもの。利用者負担は原則1割
（世帯の収入により負担上限あり。）

R7～
R12以降

6,123 障害福祉課

重度心身障害者医療費助
成事業

対象：①「身体障害者手帳」1,2,3級②療育手帳Ａ③「精神障害
者保健福祉手帳」1級④「障害基礎年金」1級⑤特別児童扶養
手当1級⑥④⑤と同程度の障がいを有する者のうち、所得要件
を満たす障がい者
内容：受給者証を交付し、保険適用医療費の内自己負担分を
助成する。

R4以前～
R12以降

276,348 障害福祉課

小児慢性特定疾患児支援
事業

小児慢性特定疾患児に、疾患があることの受給者証を確認し、
日常生活用具の給付をする（所得要件等に応じた負担あり）。

R4以前～
R12以降

42 障害福祉課

難聴児補聴器購入費等助
成事業

補装具費支給制度の補完的措置として、身体障害者手帳の交
付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、言語能力の健全
な発達や学力の向上を支援するため、補聴器購入費等に要す
る経費の一部を助成する。

R4以前～
R12以降

170 障害福祉課

自立支援医療給付事業

自立支援医療の種類
①更生医療：「身体障害者手帳」の交付を受けたもので、その
障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期
待できる医療に対し、医療費を給付する。利用者負担は原則１
割（世帯の収入により負担上限あり）。②育成医療：18歳未満
の身体に障がいがある児童又は医療を行わないと将来障がい
を残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待できる医
療に対し、医療費を給付する。利用者負担は原則１割（世帯の
収入により負担上限あり）。③精神通院医療：精神保健福祉法
第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、
通院による精神医療を継続的に要する医療に対し、医療費の
自己負担額を軽減する。市は申請書を受理し、県に進達する。
県が決定後、受給者証を交付する。④療養介護医療：療養介
護のうち、医療に係るもの。

R4以前～
R12以降

112,627 障害福祉課

障がい者施設運営事業
指定管理者制度により、障がい者施設（みつば園、まつば園、
のぞみ園）を運営する。

R4以前～
R7

9,820 障害福祉課

社会福祉法人地域協議会
事業

所管する社会福祉法人が地域公益事業を含む社会福祉充実
計画を策定する際に、地域協議会を開催し意見を聴取する。

R4以前～
R12以降

34 障害福祉課

指定特定相談支援事業者
等指導監査事業

市が指定している特定相談支援事業者、障害児相談支援事業
者が行うサービス等の取扱及び自立支援給付の適正化を図る
ことを目的として実施する。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算 障害福祉課

山陽小野田市社会福祉事
業団自主運営移行事業

市が設置している４園（みつば園、まつば園、のぞみ園及びな
るみ園）については、平成１８年度から指定管理者制度を適用
し、主に建物の維持管理を山陽小野田市社会福祉事業団（以
下「事業団」という。）に委託している。
市は行政改革の一つとして民間活力導入の考えの下、４園は
事業団での自主運営が可能であり、その創意工夫により、サー
ビス向上と効率的運営を期待できるため、令和８年４月１日か
ら、事業団が４園を自主運営することとし、事業団に土地及び
建物、備品等（なるみ園は備品等のみ）を譲与する。
令和８年４月からの自主運営に向けて、財産を無償譲与するた
めの事務手続を進める。

R7～
R8

1,528 障害福祉課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

障がい者地域生活支援事
業

支援の種類：①意思疎通支援事業②日常生活用具等給付③
手話奉仕員等養成研修事業④移動支援⑤地域活動支援セン
ター事業⑥訪問入浴サービス事業⑦日中一時支援⑧点訳・音
訳事業⑨相談事業⑩自動車運転免許取得費助成⑪自動車改
造費助成⑫成年後見制度利用支援事業⑬障がい者スポーツ
大会開催事業⑭自発的活動支援事業

R4以前～
R12以降

46,165 障害福祉課

保健・医療・福祉等連携事
業

執行機関の附属機関である山陽小野田市自立支援協議会に
おいて、地域の障がい者の保健・医療・福祉・教育・就労等各
種のサービスにおいて総合的な調整・連携のもと、障がい者が
安心して地域で生活できるよう支援する。また地域の関係者が
情報共有や協議を行う定例会や円滑な運営及び施策の推進
のための運営委員会を開催する。課題によっては専門部会を
置き解決に取組む。

R4以前～
R12以降

68 障害福祉課

権利擁護推進事業

障がい者の権利擁護や虐待防止を推進するため、関係機関と
の連携を図り、ネットワークづくりを行うとともに、研修会を開催
し、権利擁護や虐待防止についての普及啓発を行う。また、障
がい者虐待予防について広くＰＲするとともに、虐待防止セン
ターで虐待相談を受けた時には、早期にコア会議を開催し、情
報収集に努め、対応を行う。

R4以前～
R12以降

20 障害福祉課

障がい者相談業務委託料

委託先：障がい者相談員
本人または保護者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を
行うとともに、関係機関の行う業務に対する協力活動及び援護
思想の普及啓発活動を行う。
また、市民から障がい者相談員が受けた相談や、市民から直
接障害福祉課へ入る相談に保健師が対応する。

R4以前～
R12以降

300 障害福祉課

地域生活支援拠点整備事
業

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援
のための機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対
応、専門性、地域の体制づくり）を整備し、障がい者の生活を地
域全体で支えるサービス提供体制を構築する。

R4以前～
R12以降

700 障害福祉課

地域生活支援拠点整備事
業（臨時）

障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築
として、障害のある方の福祉に関する様々な問題について、必
要な情報提供や障がい福祉サービスの利用支援等の総合的・
専門的な相談業務を委託する。

R4以前～
R12以降

15,300 障害福祉課

のぞみ園更新事業

のぞみ園は、昭和６２年の開所から４０年が経過し、老朽化が
進んでいることから令和４年度に基本設計、令和５年度に地質
調査や建物と外構の実施設計を行い、令和６年度から令和７
年度までにかけて建設工事と外構工事を行う。

R4以前～
R7

274,581 障害福祉課

みつば園改修事業
みつば園の入所者が利用する居室の壁が老朽化や雨漏りに
よりひび割れや塗装剥離等があるため、壁にクロスの貼付けを
行う。

R4以前～
R7

446 障害福祉課

障害者福祉施設維持整備
事業

障害者福祉施設は、指定管理者制度を導入し運営している
が、指定管理者とのリスク分担により経年劣化や天災等の不
可抗力による破損修復の内、市が負担すべき修繕を適宜行い
施設を維持整備するもの。

R4以前～
R12以降

450 障害福祉課

指定特定相談支援事業者
等指導監査事業

市が指定している特定相談支援事業者、障がい児相談支援事
業者が行うサービス等の取扱及び自立支援給付の適正化を
図ることを目的として、会計処理に係る指導監査を行う。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
福祉指導監

査室



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

障がい者団体支援事業

障がい者団体（山陽小野田市障害者協議会、肢体不自由児
（者）父母の会）から、収支決算・予算書、事業計画・報告書等
と併せて補助金申請を受け、審査の上決定を行い、補助金を
交付する。

R4以前～
R12以降

328 障害福祉課

福祉タクシー費助成事業

対象者：①身体障害者手帳1,2,3級②身体障害者手帳4級の下
肢障害、心臓機能障害、呼吸機能障害③療育手帳Ａ、Ｂ④精
神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する者
内容：タクシー乗車の際に要した初乗運賃を助成する。

R4以前～
R12以降

12,487 障害福祉課

手話奉仕員、要約筆記奉
仕員等養成強化事業

　
①【手話奉仕員等スキルアップ講座事業】市が開催する手話奉
仕員等養成講座を修了した手話奉仕員を対象に、手話のレベ
ルアップを図り、県の研修や手話通訳者の試験へと結びつけ、
手話通訳者としての登録を促すための講座を開催する。
②【意思疎通支援者研修会】手話通訳や要約筆記の技術・知
識の向上を目指すため意思疎通支援者向けの研修会を開催
する。

R4以前～
R12以降

392 障害福祉課

障害者差別解消法推進事
業

障害者差別解消法が平成28年4月に施行されたことにより、市
は障害を理由とする差別を解消するための法的義務が生じ
た。心のバリアフリーの推進を図るために地域住民の理解を図
るための講座を開催すると共に、地域の実情に応じた差別の
解消のための取組みを主体的に行うネットワークとして障がい
者差別解消地域支援協議会を開催する。また、合理的配慮に
関する啓発を行う

R4以前～
R12以降

122 障害福祉課

手話通訳者等配置事業
（経常）

市が主催する講演会等や市が記者発表を行う際に、聴覚障が
い者への意思疎通に関する合理的配慮の提供として、手話通
訳者等を配置する。

R4以前～
R12以降

622 障害福祉課

理解促進研修・啓発事業

障害への理解を深め、障がい者が日常生活及び社会生活を
営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の
理解を深めるため、普及啓発を目的とする研修・啓発（市民向
けの講座）を行う。

R4以前～
R12以降

20 障害福祉課

発達障害児地域支援体制
強化事業

発達障害児やその家族等が、適切な支援を身近な地域で受け
られるよう、児童発達支援センターが中心となり、市や関係機
関と連携し、発達障害者支援センターとの重層的な支援体制を
整備する。
児童発達支援センターの機能強化を図る事業。

R4以前～
R12以降

157 障害福祉課

石丸総合館管理運営事業 スマエジ

地域福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる
開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談や人権
課題の解決のための各種事業を総合的に行う。市が運営し、
地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、地域住
民の生活課題に応じた事業を行う。人権問題に取り組む体制
を整備する。

R4以前～
R12以降

3,135
市民活動推

進課

社会福祉法人指導監査事
業

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた
めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、平成２５年
４月から社会福祉法に基づき、主たる事務所及び実施する事
業が山陽小野田市の区域を超えない高齢福祉に係る社会福
祉法人の指導監査に関する事務を行うもの（会計処理に関す
るものについては、福祉指導監査室にて実施。）。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算 高齢福祉課

地域協議会の体制整備事
業

平成２９年４月の社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）の一部
改正に伴い、社会福祉充実残高を保有する社会福祉法人が地
域公益事業を行う「社会福祉充実計画」を策定する際に、地域
の意見を聴取する地域協議会を市が開催することとなる。地域
協議会は、既存の会議体である高齢者保健福祉推進会議の
委員を活用する。

R4以前～
R12以降

40 高齢福祉課

（２）障がい者が安心して暮らせる地域づくり

基本施策４　地域福祉の推進
（１）地域福祉推進体制の整備・充実



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

社会福祉協議会支援事業
地域福祉事業は、市と社会福祉協議会が共に推進していく必
要があるため、社会福祉協議会が組織運営するうえで不足す
る費用を市が補助する。

R4以前～
R12以降

68,758 社会福祉課

福祉センター管理運営事
業

LABV事業の施設（Aスクエア）内に、市の福祉の拠点として福
祉センターを設置し、地域福祉を推進する。

R5～
R12以降

15,520 社会福祉課

福祉関係団体支援事業

市の福祉行政の一環として、山口県更生保護協会、保護司
会、原爆被爆者協議会、社明運動実施委員会の各地域福祉
団体に対して、活動を支援するために補助金等を交付する。
負担金…山口県更生保護協会
補助金…保護司会、原爆被爆者協議会、社明運動実施委員
会、更生保護女性会

R4以前～
R12以降

399 社会福祉課

遺家族援護事業

市の福祉行政の一環として、遺族会や、沖縄戦没者慰霊祭及
び県戦没者慰霊祭への参列に対して、活動を支援するため
に、補助金を交付する。
１　遺族会補助金
２　沖縄戦没者慰霊祭参列補助金
３　県戦没者慰霊祭参列補助金

R4以前～
R12以降

257 社会福祉課

戦没者遺族等特別弔慰金
事業

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき記名
国債を支給する。また、戦没者等の妻及び戦傷病者の妻に対
し特別給付金を支給する。

R4以前～
R12以降

317 社会福祉課

戦没者追悼式開催事業
戦没者の御冥福を祈ると共に、戦争の記憶を風化させないた
めに、追悼式を開催する。

R4以前～
R12以降

299 社会福祉課

地域福祉計画推進事業

社会福祉法第１０７条に基づき策定した山陽小野田市地域福
祉計画の進捗状況を調査、審議し、ＰＤＣＡサイクルのもと、計
画の進捗状況の点検・評価を行い、総合的かつ計画的に地域
福祉計画を推進するため、山陽小野田市地域福祉計画推進委
員会を設置する。

R4以前～
R12以降

800 社会福祉課

再犯防止計画推進事業

再犯の防止等の推進に関する法律第８条に基づき策定した山
陽小野田市再犯防止推進計画の進捗状況を定期的に点検・
評価し、必要に応じて見直しを行う等、計画の推進と進行管理
を行う。

R4以前～
R12以降

180 社会福祉課

災害見舞金支給事業

市内において災害が発生した場合、その被災者に対し、被害
状況に応じて災害見舞金を支給する。
１　住家（全焼、全壊、半焼、半壊及び床上浸水　１世帯30,000
円・部分焼　１世帯5,000円）
２　事業所（全壊、半壊及び床上浸水　１事業所30,000円）
３　人命（死亡者1人50,000円・負傷者1人10,000円）

R4以前～
R12以降

250 社会福祉課

災害援護資金貸付事業
災害救助法の適用を受けた自然災害で被災した世帯に対し、
条件を満たした貸付対象者に災害援護資金の貸付を行う。

R4以前～
R12以降

10 社会福祉課

被災者関連業務支援シス
テム事業

南海トラフ地震等の大規模災害時において、県下市町が被害
認定調査、罹災証明交付、各支援制度管理等の被災者再建
支援業務を迅速かつ円滑に実施できることを目的とし、大規模
災害時における被災者の迅速な生活再建を実現するため、市
町連携し、統一的支援システムを導入し、早期復旧・復興を促
進する。

R4以前～
R12以降

490 社会福祉課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

個別避難計画作成事業 １－（２）

平成25年（2013年）に災害対策基本法が改正され、「避難行動
要支援者名簿」の作成が市町村に義務付けられ、市では「避
難行動要支援者名簿」を作成し、毎年更新している。また、令
和3年（2021年）に災害対策基本法が改正され、自己避難が困
難な高齢者や障害者（避難行動要支援者）への「個別避難計
画」の作成が各市町村の努力義務とされた。これを受けて、避
難行動要支援者を対象とした個別避難計画の作成を介護支援
専門員等に依頼し、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難
ができる体制を整える。

R4以前～
R12以降

750 社会福祉課

社会福祉法人等指導監査
事務

社会福祉法人（保育所９園及び小野田陽光園）に対して法人
指導監査を行う。
私立保育所（１２園）に対して保育所指導監査を行う。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
子育て支援

課

地域型保育事業所指導監
査事務

地域型保育事業所の指導監査を行う。
平成２９年度～対象は２園（プティット小野田保育園、こぐま保
育園）。
令和５年度から対象は１園（ヤクルト保育園プティット小野田）

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
子育て支援

課

地域協議会開催事業

社会福祉充実残額が生じた社会福祉法人が社会福祉充実計
画を作成する場合、地域公益事業を内容に含む場合は、地域
協議会の開催を経る必要がある。
地域協議会は既存の協議会を活用することが基本とされてい
るため、子ども・子育て協議会を地域協議会と位置付けて開催
事務を行う。

R4以前～
R12以降

40
子育て支援

課

社会福祉法人指導監査事
業

社会福祉法に基づき、山陽小野田市内のみで事業を行ってい
る社会福祉法人（１６法人）の指導監査に関する事務を福祉部
関係課で実施している。市所管の全社会福祉法人の会計処理
に係る指導監査及び財務諸表等電子開示システムに係る事務
等を行う。

R4以前～
R12以降

12
福祉指導監

査室

地域型保育事業所等の認
可及び指導監査事業

地域型保育事業所の認可及び指導監督を行う。
特定教育・保育施設の指導監督を行う。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算
福祉指導監

査室

民生委員・児童委員活動
支援事業

スマエジ
民生委員・児童委員が、地域の方々のよき相談相手として、ま
た行政や関係機関のパイプ役として十分に活動できるよう、民
生委員児童委員協議会の運営を支援する。

R4以前～
R12以降

16,285 社会福祉課

民生委員推薦事業 民生委員推薦会の委員の委嘱及び推薦会の運営を行う。
R4以前～
R12以降

280 社会福祉課

山陽地区民生委員・児童
委員活動支援事業

年々増大・多様化する福祉ニーズに的確に対応するため、行
政だけでなく地域社会が連携する必要があり、民生委員・児童
委員に地域福祉の担い手として、地域の方々のよき相談相手
として、また、行政や各関係機関のパイプ役として十分に活動
していただくための支援を行う。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算 市民窓口課

（２）地域福祉に関する相談・支援体制づくりの推進



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

国民健康保険給付事業

国民健康保険に加入する被保険者へ療養給付費、高額療養
費等を給付する。国保連合会を経由し、保険者負担分を医療
機関に支払う（現物給付）ほか、被保険者が既に負担した給付
部分の補填（現金給付）等を行う。保険給付に必要となる費用
に対して、県から普通交付金が交付される。

R4以前～
R12以降

5,147,240 保険年金課

国民健康保険その他保険
給付事業

国民健康保険被保険者に対するその他の給付事業。
〇出産育児一時金の支給・・・被保険者が出産したとき、世帯
主に50万円を支給する。このうち、直接支払制度においては、
被保険者が出産したとき、かかった出産費用として、国保連を
経由して出産育児金が病院などに直接支払われる。
〇葬祭費の支給・・・被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方
に5万円を支給する。
〇傷病手当金・・・被保険者のうち、勤務先から給与を受けてい
る方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり
感染が疑われ、その療養のために就労できず、給与の全部又
は一部を受け取ることができなかった場合に、定められた金額
を支給する。

R4以前～
R12以降

17,516 保険年金課

国民健康保険医療費適正
化事業

医療費適正化対策として、
①国保連合会へレセプトの二次点検を委託する。
一次点検：請求内容や点数の確認（医療機関と国保連との間
で行う確認作業）
二次点検：資格確認（市などの保険者と国保連との間で行う確
認作業）
②海外療養費の不正請求対策として、国保連合会へ審査点検
業務を委託する。

R4以前～
R12以降

1,784 保険年金課

国民健康保険特定健診事
業

スマエジ

４０歳～７４歳の市国民健康保険被保険者を対象とした健康診
査を実施し、メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病、脂質
異常症等の疾病の早期発見と生活習慣の改善を図る。
特定健診未受診者に対して、勧奨時期・勧奨対象者に応じた
受診勧奨を実施する。

R4以前～
R12以降

59,651 保険年金課

特定保健指導事業 スマエジ

特定健康診査の検査結果等をもとに選定した対象者に、医師・
保健師・管理栄養士などの専門家が、生活習慣を見直すため
の保健指導を実施することで、生活習慣の改善を図り、糖尿病
等の生活習慣病を予防する。
特定保健指導の対象者に対して、電話や健診結果説明の際に
対面にて利用勧奨を実施する。

R5～
R12以降

4,554 保険年金課

国民健康保険保健事業 スマエジ

国民健康保険被保険者の健康増進及び疾病予防を図るため
の保健事業を行う。

医療費通知事業・ジェネリック医薬品推進事業・がん検診事
業・健康運動事業・はり・きゅう施術費補助事業・脳ドック事業・
歯周病検診事業・糖尿病性腎症重症化予防事業・慢性腎臓病
（CKD）受診勧奨事業（R7年度から実施）

R4以前～
R12以降

23,866 保険年金課

国民健康保険健康づくり補
助事業

スマエジ

令和7年度から健康づくり補助金は、地区運営協議会（地域運
営組織）に対する「地域づくり交付金」に一括化され、市民活動
推進課から交付される。
令和7年度以降も国民健康保険被保険者の健康の維持増進を
図るため、地域において健康づくりに資する活動を実施した際
の「地域づくり交付金」の対象事業とする。
健康づくり補助金としての交付はしないが、地区運営協議会の
事業として実施されたかを事業計画・事業報告において確認す
る。
山陽小野田市地域づくり交付金交付要綱第3条

R4以前～
R12以降

ゼロ予算 保険年金課

（１）国民健康保険の安定運営
基本施策５　社会保障の安定



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

国民健康保険医療費適正
化に向けた保健事業推進
支援事業

スマエジ

保険者は、被保険者の健康増進に資する為PDCAサイクルに
沿った保健事業の実施を行うものとされている。本市国保にお
いても保有している給付情報や健診結果などを分析した上で、
「山陽小野田市国民健康保険第３期データヘルス計画」を作成
し、保健事業を実施している。本市国保の抱える健康課題とし
て、生活習慣病の保有率や基礎疾患受診率などが高いという
特徴が見えており、これらに適切に対応することが、健康寿命
の延伸へと繋がっていく。健康課題解決策として、健診の受診
率向上や疾病の重症化予防などに関する計画を持っている
が、その実施方法は様々で即時対応可能対策がある一方でア
プローチに時間を要するものもある。財政的に限られた範囲の
中で、有効に保健事業を実施するため、公衆衛生や医療的な
知識を有した専門家への協力を求め、保健事業のあり方や進
め方、事業の優先付けなどに関する指導、助言体制を構築す
る。より実情にあった保健事業の推進に関する支援は、増え続
ける医療費の適正化にもつながる。

R6～
R8

500 保険年金課

デジタルを活用した保健事
業の推進事業

デジタル
化

スマエジ

令和５年度からデジタル推進課を中心に検討・実施しているス
マートシティ推進事業の内、スマートウォッチ等のデジタル機器
と健康データを活用した健康づくり事業について、国保保健事
業においても活用する。具体的にはスマートウォッチと市民ア
プリを国保被保険者に活用してもらい、データに基づき、対象
者の状況に応じた保健指導を実施する。またデータ連携基盤
の整備に伴いマイナポータル等経由の情報やライフログデータ
と掛け合わせPHRの利活用を推進していく。

R6～
R12以降

ゼロ予算 保険年金課

国民健康保険保険料徴収
事業

滞納整理業務として、滞納がある世帯に催告書や納付勧奨通
知書を送り納付勧奨を行う。納付相談の機会を作るが、反応が
なく滞納の解消が見込めない場合等には財産調査を行い、滞
納処分を執行する。また、１年以上前の納付期限の保険料に
未納がある滞納者に対し、判定委員会において審議のうえ、特
別療養費の交付決定を行う。

収納率向上のために、窓口納付、口座振替、コンビニ納付やス
マホ決済等、納付方法の選択肢を増やすことで、納付義務者
が納付できる機会を増やし、期限内納付の増加を図っていく。
また、口座振替率の向上を目的とし、保険年金課及び市民窓
口課でのペイジーによる口座振替の受付を行う。

R4以前～
R12以降

7,543 保険年金課

国民健康保険一般管理事
業

保険給付、納付金以外の国民健康保険の運営に必要な一般
管理事業を行う。
〇国民健康保険一般管理費・・・資格確認書の年次更新及び
レセプト審査電算処理や特別調整交付金資料作成、国保被保
険者資格情報及び給付情報の管理手数料等の協同事業の実
施業務等に要する費用。
※令和７年度については、標準準拠システムへの移行に伴
い、それに付随する専用紙や封筒をはじめ、ソフト面での新た
な費用の発生が予想される。
〇国民健康保険団体連合会負担金・・・国保連に対する負担
金を計上。単価は毎年、国保連から主管課長会議で示され総
会で決定。
〇運営協議会経費・・・市国民健康保険運営協議会の開催事
業。年２回開催。委員報酬。

R4以前～
R12以降

20,835 保険年金課

住民情報系システム帳票
アウトソーシング事業

通知書等の印刷・封入封緘作業は、決められた期間内に本来
業務と並行して行わなければならず、時間外の作業が発生す
る。また、市で印刷等を行う場合、プリンターやバースターなど
専用機器の維持費も恒常的にかかることから、人件費・維持管
理費削減のため、県内５市２町による住民情報系システムの
共同調達（やまぐち自治体クラウド）において、帳票印刷・封入
封緘サービスの委託を行う。

R4以前～
R12以降

3,445 保険年金課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

国民健康保険システム改
修事業

国民健康保険制度改正等に対応するため、住民情報系システ
ム（国民健康保険システム）の改修等を行う。

令和７年度実施予定のシステム改修：
被保険者証番号変更にかかるシステム改修・・・令和８年１月
からのシステム標準化への移行前に、被保険者証番号を個人
番号（宛名番号）から 世帯番号に変更するためのシステム改
修を行う。

R5～
R7

4,719 保険年金課

国民健康保険事業費納付
事業

平成３０年度からの国保制度の広域化に伴い県が財政運営の
責任主体となった。運営財源として市町ごとに国保事業費納付
金を算定され、納付する。

事業費納付金・・・国民健康保険法の規定に基づき、国民健康
保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民
健康保険事業に要する費用に充てるため、県が算定した金額
を市が県へ納付するもの。

R4以前～
R12以降

1,472,049 保険年金課

マイナンバーカードと被保
険者証の一体化（「マイナ
保険証」）関連事業

デジタル
化

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年６月９日公
布）が令和６年１２月２日に施行されたことに伴い、マイナン
バーカードと被保険者証の一体化（「マイナ保険証」）を進める
ため、同日から被保険者証の新規発行を終了した。
これに対応して、令和６年度中には、加入者情報の発行、資格
確認書の発行、関連システムの改修等を行う必要がある。
令和７年度は、いまだマイナ保険証への移行期間であるため、
資格確認書等の適正な発行、国からの追加の情報発出に対
応できるようにする必要がある。

R6～
R7

1,189 保険年金課

子ども・子育て支援金制度
関連事業

国のこども未来戦略に基づく「加速化プラン」施策に必要な費
用に充てるため、令和８年度から医療保険者から支援納付金
を徴収する「子ども・子育て支援金制度」が創設される。令和８
年度保険料賦課から現行の医療分・後期高齢者支援分・介護
分に子ども・子育て支援分を加えた４区分により保険料を賦
課・徴収することになる。当該制度の円滑な施行に向けて、令
和７年度からシステム改修、保険料算定等の準備業務、周知
広報等の業務に着手する。

R7～
R8

7,396 保険年金課

後期高齢者医療事業（特
別会計分）

【後期高齢者医療の運営】
・資格確認書や保険料納入通知書等の発送をする。
・収納業務として、保険料の徴収を行うとともに、減免、徴収猶
予の受付や滞納者には督促等滞納整理を行い、過誤納金等
は還付処理を行う。
・資格や給付に係る申請書の受付を行い、システム入力を行う
とともに広域連合へ書類の進達を行う。
【 広域連合への負担金の拠出】
・負担金として、広域連合へ事務費負担金、徴収した保険料を
保険料納付金、低所得者等への保険料軽減額の負担分として
保険基盤安定負担金を納付する。

R4以前～
R12以降

1,366,097 保険年金課

後期高齢者医療事業（一
般会計分）

【法令等により、市町が負担することとなっている経費の支弁】
・療養給付費負担金：被保険者に係る療養の給付に要する費
用を、法令で市町が負担することと定めれらた12分の1の額に
ついて、広域連合が県内各市町の保険給付費の占有率で算
出した額を納付する。
・山口県後期高齢者医療広域連合負担金：広域連合の運営に
係る経費として、広域連合が均等割（10％）、高齢者人口割
（45％）、人口割（45％）で算出した額を納付する。

R4以前～
R12以降

987,596 保険年金課

後期高齢者医療 保健事業

後期高齢者の健康診査の実施主体は山口県後期高齢者医療
広域連合である。広域連合との委託契約に基づき、市は年度
途中の新規資格取得者に対して受診券の発送を行う。年度当
初の受診券の発送は広域連合から直接送付する。
被保険者の健康の保持増進のため、後期高齢者医療制度特
別対策補助金を活用しはり・きゅう施術費の利用の補助（初検
料 200円、１術 700円、２術 800円）を行う。

R4以前～
R12以降

2,343 保険年金課

（２）後期高齢者医療制度の円滑な実施



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

住民情報系システム帳票
アウトソーシング事業

通知書等の印刷・封入封緘作業は、決められた期間内に本来
業務と並行して行わなければならず、時間外の作業も発生して
いる。また、現在のように市で印刷を行う場合、プリンターや
バースターなど専用機器の維持費も恒常的にかかっている。
県内５市２町による住民情報系システムの共同調達（やまぐち
自治体クラウド）において、帳票印刷・封入封緘サービスの委
託を行う。

R4以前～
R12以降

469 保険年金課

高齢者の保健事業と介護
予防の一体的実施事業

スマエジ

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業は山口県後
期高齢者医療広域連合の委託を受け、市町の課題に応じて高
齢者の保健事業を展開している。
KDBシステム等を活用して本市の後期高齢者の健康課題を抽
出し、課題に応じて個別支援を行うハイリスクアプローチと集団
に対して知識の普及啓発を行うポピュレーションアプローチの2
種類がある。
ポピュレーションアプローチは通いの場等で、口腔、栄養、服薬
管理などの、フレイル予防の健康教育や健康相談等の事業を
実施する。
ハイリスクアプローチは条件に応じた対象者を抽出し、健康状
態不明・低栄養防止・糖尿病性腎症重症化予防・CKD受診勧
奨事業・身体的フレイル防止の事業を実施する。身体的フレイ
ル防止の事業は令和7年度から開始する。

R4以前～
R12以降

14,761 保険年金課

後期高齢者医療システム
改修事業

後期高齢者医療制度改正等に対応するため、住民情報系シス
テム（後期高齢者医療システム）の改修等を行う。

【令和7年度実施予定】
〇子ども・子育て支援納付金新設にかかるシステム改修
　こども家庭庁による制度新設により、令和8年度保険料から
賦課するためのシステム改修を行う。

R7～
R8

3,593 保険年金課

行旅困窮者一時保護事業
行旅困窮者の一時保護として、行き先に応じ、隣接市までの旅
費を支給する。

R4以前～
R12以降

192 社会福祉課

行旅病人死亡人取扱業務
行旅病人及行旅死亡人取扱法に規定する行旅者や行旅死亡
人について、救護又遺体の火葬を行う。

R4以前～
R12以降

1,407 社会福祉課

無縁墓地の管理 無縁物故者の遺骨の管理及び無縁墓地の清掃管理を行う。
R4以前～
R12以降

3 社会福祉課

生活困窮者自立相談支援
事業

生活困窮者を支援するために家計や仕事など生活に関する困
り事に係る相談を受けて、課題を把握し、解決方法を検討して
解決を図っていく。

R4以前～
R12以降

9,240 社会福祉課

生活困窮者就労準備支援
事業

退職して数年のブランクがあったなどの理由で今すぐに一般就
労に従事するのが困難な者に一般就労の準備として、就労体
験等を通して必要なことを学んでもらう機会を提供することによ
り就労を支援する。

R4以前～
R12以降

5,999 社会福祉課

住居確保給付金支給事業

離職・廃業から２年以内、または休業等により収入が減収し、
離職等と同程度の状況にある者で、住居を喪失または喪失す
るおそれのある者に対して、原則３ヶ月（最長９ヶ月）間、家賃
相当額を支給し、生活の土台となる住居を整えた上で、就職に
向けた支援を行う。
また、生活困窮者自立支援法の改正により令和７年度からは、
支給対象として家賃が低廉な住宅への転居費用が追加され
る。

R4以前～
R12以降

1,530 社会福祉課

生活保護費支給事業

生活困窮者に生活保護費を支給することで、最低限度の健康
で文化的な生活を保障する。生活困窮者から保護受給の相談
を受けた後、申請意思のある者から申請書を受理し、審査後
可否を決定する。保護決定後は、生活指導と共に、就労支援
等を行い、自立を助長する。

R4以前～
R12以降

1,076,880 社会福祉課

（３）低所得者福祉の充実



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

生活保護一般管理業務
（単独）

生活保護受給者のうち施設入所者については、その施設管理
者と連携し適切な指導について打ち合わせを行い、医療扶助
受給者については、受療状況等について嘱託医の助言を受け
る。また社会福祉主事の資格を有しない職員に資格取得のた
め、通信講座を受講させ、法令等関係書籍の購入により、CW
の知識や能力の向上を図る。

R4以前～
R12以降

3,636 社会福祉課

生活保護適正化事業（医
療扶助適正化分）

生活保護受給者の医療扶助適正化のため、レセプト点検を実
施する。

R4以前～
R12以降

704 社会福祉課

生活保護適正化事業（収
入資産把握事業分）

適正な保護の実施のため、生活保護申請者の収入・資産等の
状況を調査する。

R4以前～
R12以降

150 社会福祉課

生活保護適正化事業（体
制強化事業分）

警察官OBを面接支援員として採用し、ケースワーカーや査察
指導員等の職員が、問題のある生保相談者及び受給者と面接
相談を行う際に、同席してもらい、指導、助言を受ける。

R4以前～
R12以降

4,283 社会福祉課

被保護者就労支援事業
被保護者就労支援事業として、就労支援員を積極的に活用
し、受給者の就労自立を支援する。

R4以前～
R12以降

3,923 社会福祉課

査察指導機能強化

査察指導員については、社会福祉法第１５条において設置が
義務付けられており、ケースワーカーの指導監督を業務として
いる。また、生活保護が抱える多くの課題を解決するには、組
織としての査察指導体制が充分に機能することが不可欠であ
ることから、生活保護査察指導員の職務能力の向上を図り、
もって生活保護制度の適正な実施に努める。

R4以前～
R12以降

68 社会福祉課

医療扶助のオンライン資格
確認事業

全世帯対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法
等の一部を改正する法律（令和3年法律第66号）に基づいた厚
生労働省からの生活保護の医療扶助においてオンライン資格
確認の導入を指示する通知に則り、令和5年5月システム完成
（運用テスト）～令和6年3月運用開始に向けシステムを改修す
ることで、生活保護制度の適正で持続可能な運用に資する。

R5～
R12以降

1,562 社会福祉課

生活保護基幹事務システ
ム等の改修事業

進学就職準備給付金は情報連携が可能な特定個人情報と
なっており、社会保障給付等の申請を受けた行政機関等が必
要に応じてそれぞれの根拠法に基づきシステム上で照会を行
い、進学準備給付金の支給額等の情報の提供を受けている。
令和6年4月24日に生活保護法第55条の5第1項に基づく進学
準備給付金の支給対象が拡大され、被保護者である高校生等
が安定した職業に就くことが見込まれる者に対しても、一時金
（進学就職準備給付金）を支給することとされた。
この度の改修については、進学準備給付金の制度の拡充に伴
い、情報連携のデータレイアウトが令和7年6月に改版されるこ
ととなったためシステム改修を行う。
（６月補正）令和７年度生活扶助基準の見直しがあり、令和元
年当時の消費実態の水準に一人当たり月額1,500円を特例的
に加算することとなった（令和７年10月1日施行予定）。これに
対応するため、生活保護システムの改修を行う。併せて、調査
項目の変更やエラーチェックの拡充等のシステム改修も行う。

R7～
R7

2,288 社会福祉課

医療扶助オンライン特定健
診・保健指導システム操作
用端末導入事業

スマエジ

医療保険の被保険者と同様に、被保護者がマイナポータルで
自身の健診情報等を閲覧することが可能となった。マイナポー
タルを通じて本人が自らの健診結果情報を閲覧する仕組みに
おいては保護の実施機関が被保護者の健診結果情報に係る
ファイルを支払基金及び国民健康保険中央会が共同で運営す
る「オンライン資格確認等システム（特定健診・保険指導システ
ム）」に格納する必要があり、格納データを修正する場合や他
福祉事務所からの転入者の健診結果情報を引き継ぐ場合には
福祉事務所端末を使用して操作する必要があるため福祉事務
所端末を導入する。

R7～
R7

268 社会福祉課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

物価高騰対策低所得者支
援・定額減税補足給付金
給付事業（R7不足額給付）

令和６年11月22日に閣議決定された総合経済対策を受けて、
「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令
和6年に実施した定額減税を補足する給付として、物価高騰対
策不足額給付金を対象者に支給する。
【対象者】対象となる実施主体の決定日は令和7年1月1日。事
務処理基準日は令和7年6月2日。「不足額給付」は、以下①又
は②の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場
合に、追加で給付を行うもの。
①当初調整給付の算定に際し、令和５年所得等を基にした推
計額（令和６年分推計所得税額）を用いて算定したことなどによ
り、令和６年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したの
ちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差
額が生じた者に対して、その差額を１万円単位で切り上げて支
給する。
②個別に書類の提示（申請）により、給付要件を確認して給付
する必要がある者に対して、１人当たり原則４万円（定額）を支
給する。

R7～
R7

179,164 社会福祉課

総合的な人材育成事業（高
齢福祉課分）

山口県市町保健師研究協議会に加入し、同協議会が主催する
研修会の受講及び情報提供を受けることを通じて保健師の資
質向上を図る。

R4以前～
R12以降

18 高齢福祉課

健康増進計画推進事業
（健康フェスタ）

スマエジ

令和元年度から山陽小野田市第２次健康増進計画の推進開
始。
市民を対象に、健康づくりの啓発の場として、また、かたつむり
で行こう会（健康増進計画推進委員会）、健康・情報ステーショ
ン、健康づくり推進協議会の活動と協働し、計画に基づき健康
づくりに関する事業を展開した１年の集大成として健康フェスタ
を開催している。

R4以前～
R12以降

100 健康増進課

健康増進計画推進事業
（健康増進計画推進委員
会支援事業）

スマエジ

令和元年度から山陽小野田市第２次健康増進計画の推進開
始。計画に基づき、行政と協働しながら市民の生涯にわたる健
康づくりを継続的に推進していていくために健康増進計画推進
委員会が、健康・情報ステーション等と協働し、市民が主体的
に健康づくりに取り組むことができるような地域づくりを目指し
た活動の支援を行う。

R4以前～
R12以降

128 健康増進課

食育推進計画の推進 スマエジ

平成２２年度に第1次山陽小野田市食育推進計画、平成３０年
度に第２次山陽小野田市食育推進計画、令和６年度に第３次
山陽小野田市食育推進計画を策定。令和７年度から第３次山
陽小野田市食育推進計画を推進。
市民のさまざまな食課題を解決するため、家庭・学校や園・地
域が一体となって地域の特性を活かした食育事業を展開す
る。
また、市民が主体的な食育を実践できるよう支援し、庁内関係
各課や関係機関との食育ネットワークを強化する。

R4以前～
R12以降

309 健康増進課

食育推進会議 スマエジ

平成２２年度に第1次山陽小野田市食育推進計画、平成３０年
度に第２次山陽小野田市食育推進計画、令和６年度に第３次
山陽小野田市食育推進計画を策定。令和７年度から第３次山
陽小野田市食育推進計画を推進。
第３次食育推進計画の進捗状況の確認および評価等を行う。

R4以前～
R12以降

131 健康増進課

山口東京理科大学との連
携によるフォーラムの開催

理科大
スマエジ

山口東京理科大学の薬学部、市・大学・医師会・薬剤師会が連
携することにより、市民、市外在住者、医療関係の企業・団体
向けにフォーラムを開催し、薬学部を中心とした地域の活性化
と健康ご長寿社会の実現に向けた機運の醸成を図る。

R4以前～
R12以降

490 健康増進課

スマイルエイジング健康講
座シリーズ（随時健康教
育）

スマエジ

市民や企業等に対し、健康情報を得る機会として出前講座を
積極的に利用してもらうために庁内の出前講座の中の健康に
関するものを「スマイルエイジング健康講座シリーズ」としてまと
め周知する。並行してそのシリーズの題目を増やすことで、ス
マイルエイジングの推進につなげる。

R4以前～
R12以降

59 健康増進課

基本施策６　健康づくりの推進
（１）地域ぐるみの健康づくりの充実



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

スマイルエイジング健康講
座外部講師シリーズ

スマエジ

市民や企業などに対し、健康情報を得る機会として実施する健
康講座（出前講座）の実施にあたり①講師に「地域貢献等で自
分の知識を活かしたい」と考えている市役所以外の医療・保健
等専門職を登録し、シリーズ化する。②より専門的な知識を出
前講座で市民や企業に提供する。市は、その外部講師の登録
と健康講座外部講師シリーズの周知、依頼団体と外部講師の
調整を行う。（市内専門職との協創によりスマイルエイジングを
進めていく）

R4以前～
R12以降

19 健康増進課

スマイルエイジング推進事
業

スマエジ

①本市の将来都市像である「活力と笑顔あふれるまち」スマイ
ルシティ山陽小野田の実現に向けて、市民の健康寿命の延伸
を目指し、笑顔で年を重ねていくことを目指すスマイルエイジン
グを全庁体制で推進する。
②スマイルエイジングチャレンジプログラムを市民に対して周
知し、楽しみながら健康づくりに取り組んでもらうことを目的に、
ホームページやSNS、チラシ等で積極的に普及啓発を行う。

R4以前～
R12以降

749 健康増進課

スマイルエイジングウォー
キング推進事業

スマエジ

スマイルエイジングの４つの柱の一つである「運動」のなかでも
歩くことに特化して以下の事業を行い、市民の健康寿命の延伸
を図る。庁内の関係課で構成するワーキンググループを設置
し、各事業についての意見交換を行うとともに連携して事業を
実施する。
①ウォーキングに関するホームページの充実（動機づけの強
化及び情報発信）
②ウォーキング講座
③ウォーキングマップの配付
④ウォーキングマイスターの養成・育成

R4以前～
R12以降

115 健康増進課

スマイルエイジング強化月
間事業

スマエジ

スマイルエイジングを推進していくにあたり、11月を「スマイルエ
イジング強化月間」として、様々な取組を展開し、健康への意
識の醸成を図る。また、すべての市民が自分や家族の健康に
関心を持つことで、健康管理に気をつけるようになり、健康寿
命の延伸につなぐ。

R4以前～
R12以降

238 健康増進課

スマイルエイジング薬局事
業

理科大
スマエジ

スマイルエイジングに向けた活動を展開する薬局を申請により
「スマイルエイジング薬局」に認定し、市民の健康づくりをサ
ポートする健康拠点の体制づくりを行い、市民の健康寿命の延
伸を図る。
また、市薬剤師会、山陽小野田市立山口東京理科大学、行政
の産官学連携により推進体制を強化するとともに、他関係団体
とも協働して実施できるよう支援していく。

R4以前～
R12以降

231 健康増進課

自殺対策事業 スマエジ

国の自殺総合対策大綱、県の自殺総合対策計画（第３次）をふ
まえ、市の自殺対策計画を第2次健康増進計画に組み入れて
策定している。R7からは第2次自殺対策計画を策定し推進す
る。市では自殺に対する正しい知識の普及、人材の養成、関係
機関との連携強化等を行っていく。また、特にアフターコロナの
今、こころの支援体制を強化する。

R4以前～
R12以降

103 健康増進課

ひきこもり支援事業 スマエジ

ひきこもり状態にある者（6か月以上、学校や会社に行かず、家
族以外との接点がもてない状態で、その主な原因が精神疾患
とは考えにくい者）やその家族、支援者が、地域の中で相談で
きる体制を整備する。支援には家族支援、本人支援、居場所
づくり、社会参加の４段階があり、まずは家族が本人への対応
方法を学ぶ機会を提供することで、家族支援を行う。

R4以前～
R12以降

2,302 健康増進課

総合的な人材育成事業

山口県市町栄養士研究協議会及び山口県市町保健師研究協
議会に加入し、両協議会主催の研修会への参加や情報の供
与を受けることにより、栄養士・保健師の資質の向上を図る。ま
た日本公衆衛生学会や中四国ブロック研修については市町保
健師研究協議議会からの派遣事業があり、参加費及び旅費等
の助成があるため活用することとする。

R4以前～
R12以降

54 健康増進課

実習生受け入れ業務（看
護学生、栄養士学生）

大学及び専門学校の教育カリキュラムの中で、公衆衛生学・公
衆栄養学実習が必須であり、市が基準に基づき実習を引き受
けている。

R4以前～
R12以降

ゼロ予算 健康増進課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

健康推進員の養成・育成・
支援

スマエジ

平成６年度、国保安定化対策協議会を設置。平成８年、先進地
視察を行い、平成９年度から基礎となる講座を開催。基礎講座
修了者を対象に平成１５年度から養成講座を開催。
現在は、基礎講座も含めた養成講座の内容として、推進員を
養成し、地区活動も含めた育成及び支援を行っている。本市の
健康課題より運動習慣のない人が多いため、運動の継続を活
動支援として強化し、市民への波及効果をねらう

R4以前～
R12以降

239 健康増進課

食生活改善推進員の養
成・育成・支援

スマエジ

昭和53年に婦人の健康づくり推進事業で食生活改善推進の教
育事業が始まり、平成9年から地域保健法の施行により、市が
食生活改善推進員を養成。
また、地区組織である食生活改善推進員の活動を支援するこ
とで、地域に根ざした食育推進事業の向上を図る。

R4以前～
R12以降

827 健康増進課

地域・職域連携推進事業 スマエジ

本市が重点的に取り組むべきと考える「高血圧」「糖尿病」等の
生活習慣病に至らないようにするためには、若い頃からの健康
づくりへの取組が必要となる。それには職域との連携が不可欠
で、地域保健と職域保健の連携により、一緒に効果的な取組を
実践することが必要である。市内事業所の就労者が健康づくり
に取り組めるような健康情報の提供を行い、事業所は就労者
の健康を守る取組を実践し、職域の健康課題を市の健康づくり
への取組に反映できるような仕組みづくりを行う。

R4以前～
R12以降

6 健康増進課

健康手帳の活用 スマエジ

自分の健診データや保健事業への参加状況及び受療状況等
を５年間分記録し、自己の健康管理に資する健康手帳のダウ
ンロードの周知を行い、活用を促す。また、インターネット環境
のない方のために、市で印刷した手帳を交付できるようにす
る。

R4以前～
R12以降

3 健康増進課

成人保健健康教育 スマエジ 市が主催で行う健康教育を実施する。
R4以前～
R12以降

320 健康増進課

成人健康相談事業 スマエジ

心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言
を行い、家庭における健康管理に資することを目的として実
施。
相談依頼者からの電話・来所相談や健康教育事業に併せての
随時健康相談を行う。

R4以前～
R12以降

191 健康増進課

成人訪問指導事業 スマエジ

がん検診における精密検査受診勧奨者・各種健診事後フォ
ロー者・市国保の特定健康診査受診者の内で訪問基準に該当
する者・他機関からの連絡による者を対象に、小学校区別に担
当する保健師による訪問指導を実施。

R4以前～
R12以降

65 健康増進課

生保等の健康診査 スマエジ

健康増進法第１９条の２に基づき以下の健診を実施する。
①健康診査
②訪問健康診査
ケースワーカーと連携し、周知を行う

R4以前～
R12以降

276 健康増進課

成人健康診査事業（がん
検診）

スマエジ

健康増進法第１９条の２に基づきがん検診（胃・大腸・肺・子
宮・乳・前立腺）を実施する。
特にH31年度からは第2次健康増進計画の課題より、がん予防
対策を推進するために受診率の向上を目指す。

R4以前～
R12以降

75,367 健康増進課

結核検診 スマエジ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律５
３条の２の規定に基づき、胸部レントゲン検査を実施する。

R4以前～
R12以降

1,104 健康増進課

新たなステージに入ったが
ん検診の総合支援事業

スマエジ

①個別の受診勧奨・再勧奨（乳がんにターゲットを当てて実施）
②子宮頸がん検診及び乳がん検診のクーポン券等配布
③精密検査未受診者に対する受診勧奨（精密検査が必要と診
断されたが、受診されない者に対して保健師による訪問及び電
話）

R4以前～
R12以降

2,128 健康増進課

（２）地域保健サービスの充実



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

健康マイレージ事業 スマエジ

本市の健康課題より運動習慣の無い人が多い、健診受診率が
低いことから、市民の健康づくりを応援する取組として県が実
施している「やまぐち健康マイレージ事業」及び「健幸アプリ事
業」を市で啓発する。参加者は健幸アプリ登録を行い、検診受
診（必須）及び歩くことでポイントを貯めて、規定されたポイント
がたまったら特典カード（協力店での割引サービス）を得ること
ができる。スマイルエイジングをすすめていくために、この仕組
みを活用して健康づくりに取り組んでいただけるよう推進してい
く。小中学生には、学校を通じてチャレンジシートを配布し、参
加した人に景品をプレゼントし健康づくりのきっかけとする。

R4以前～
R12以降

134 健康増進課

女性のがん検診普及啓発
事業

スマエジ

女性のがん（子宮・乳）検診普及啓発をがん征圧月間、ピンクリ
ボン月間に合わせて９，１０月に行い、正しい知識を広め、早期
受診を勧める①ショッピングモール等での啓発キャンペーン②
女性限定託児付の集団検診実施

R4以前～
R12以降

648 健康増進課

若者健康診査 スマエジ

健康増進法、第２次健康増進計画に基づき、実施する。第２次
健康増進計画の策定により明らかとなった本市の健康課題
は、青壮年期世代からの健康づくりに取り組むことが大切なも
のが多くみられた。そこで、従来、実施していた女性の健康診
査を、対象者に男性を加え、健診を受診できる機会を提供す
る。また、健診を受診することで、生活習慣病予防に向けて、
自分の生活習慣の見直しのきっかけとする。

R4以前～
R12以降

1,131 健康増進課

がん患者医療用補整具購
入費助成事業

がん患者の心理的・経済的負担の軽減を図るため、がん治療
に伴う脱毛や乳房切除等によりウイッグや補整下着等を購入
する費用の一部を助成することで、QOLの向上及び社会参加
へつなぐ。

R4以前～
R12以降

187 健康増進課

若年がん患者在宅療養生
活支援助成事業

40歳未満のがん末期患者の方が、住み慣れた自宅で自分らし
く安心して生活が送れるよう、在宅サービス利用料等の一部を
助成し、患者及びその家族の負担の軽減を図る

R6～
R12以降

330 健康増進課

定期予防接種事業 スマエジ

予防接種法第５条に基づき、定期予防接種事業を実施。
Ａ類：ヒブ、小児用肺炎球菌、ＢＣＧ、ＭＲ（麻しん・風しん）、四
種混合、三種混合、不活化ポリオ、水痘、日本脳炎、二種混
合、子宮頸がん、Ｂ型肝炎、ロタウイルス
Ｂ類：高齢者インフルエンザ、成人用肺炎球菌

R4以前～
R12以降

178,741 健康増進課

ポリオ２次感染対策事業
予防接種法、ポリオ生ワクチン２次感染対策事業実施要綱に
より、健康被害に対する給付事業を実施する。

R4以前～
R12以降

2,853 健康増進課

子宮頸がんワクチンキャッ
チアップ接種事業

スマエジ

令和４年４月から子宮頸がんワクチンの積極的勧奨が再開さ
れ、これまでの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した
方に対して公平な接種機会を確保する観点から令和６年度末
までの時限的な対応として接種を行っていた（キャッチアップ接
種）が、この度、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予
防接種基本方針部会で協議をした結果、「令和６年夏以降の
需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、令和６
年度末までに１回以上接種している方を対象に、令和７年度に
ついても公費で３回の接種を完了できるよう経過措置を設け
る」とされたもの。

R4以前～
R7

9,945 健康増進課

定期予防接種事業（新型コ
ロナウイルスワクチン）

スマエジ

令和６年度以降の新型コロナワクチンの接種については、個人
の発症予防及び重症化予防による重症者を減らすことを目的
とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病 に位
置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施することとなる
（年一回・秋冬接種）。

R6～
R12以降

55,153 健康増進課

新型インフルエンザ等対策
行動計画策定事業

スマエジ
「山陽小野田市新型インフルエンザ等対策行動計画」は当時の
社会情勢などを踏まえ、平成25年度に作成した。この度、国の
行動計画を全面改訂したことに伴い、市において改訂する。

R7～
R7

57 健康増進課



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

定期予防接種事業（帯状
疱疹ワクチン）

スマエジ
予防接種法上のB類疾病に位置づけられる帯状疱疹の予防接
種について、令和７年４月から同法に基づく定期の予防接種と
して実施する。

R7～
R12以降

25,088 健康増進課

ＡＥＤ管理事業 スマエジ
平成21年度に市民の安心安全を図り不測の事態に備えるた
め、AEDを市内主要公共施設に設置した。令和3年度からAED
設置個所を72箇所に増やし充実を図った。

R4以前～
R12以降

2,001 健康増進課

♯７１１９（救急安心セン
ター事業）

スマエジ

住民が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼んだほうがよ
いのか迷うことがある。そういうときに♯7119の電話相談窓口
があると、専門家からアドバイスを受けることができ、住民の安
心にもつながり、また不急の救急車の出動を抑制することがで
きる。山口県が令和元年7月1日から運用を開始している。

R4以前～
R12以降

1,170 健康増進課

小児一次救急医療体制確
保事業

スマエジ

昨今、市内の小児科医師不足、高齢化により小児科の一次救
急体制を維持できなくなってきていた。
そのため、令和4年10月から宇部市と小児科の一次救急を広
域的に実施することで、安心安全な医療体制を提供することが
できるようになった。

R4以前～
R12以降

2,277 健康増進課

休日救急医療対策事業 スマエジ

山陽小野田医師会の中で当番を決めて、休日の9時から17時
までの一次救急医療を担ってもらっている。近年、外科系内科
系医師の高齢化等に伴い、当番制の維持が困難になってきて
おり、喫緊の課題として捉えている。

R4以前～
R12以降

5,588 健康増進課

小児救急圏域医療体制確
保事業

スマエジ

宇部・小野田保健医療圏の安定的な小児救急医療体制の確
保に向け、小児軽症患者の適正な受診行動の推進や救急医
療従事者の負担軽減を図ることなど、将来にわたり持続可能な
小児救急医療体制を確立することを目的に調査・研究等を行う
小児救急地域医療学講座（山口大学実施）に対し、負担金を支
出する。

R5～
R9

2,712 健康増進課

二次救急医療体制支援事
業

スマエジ
宇部・山陽小野田・美祢地域の広域医療圏内にある8つの救急
医療機関において、365日体制で二次救急医療に対応する。
必要経費は3市がそれぞれ人口に応じた負担をする。

R4以前～
R12以降

8,760 健康増進課

二次救急医療体制支援事
業（サポート病院分）

スマエジ

宇部・山陽小野田・美祢地域の広域医療圏内にある8つの救急
医療機関においては、輪番制で救急患者を受け入れている
が、輪番病院が受けられない場合に患者を受け入れるサポー
ト病院についても費用が発生しているので、前年度実績に応じ
て補助金を支出する。

R4以前～
R12以降

1,319 健康増進課

公的病院支援事業

小野田赤十字病院は、二次救急のサポート病院であり、また、
小野田南部地域における中核的な医療機関である。救急医療
や入院医療に加え、在宅医療の推進にも重要な役割を果たし
ており、地域住民に対する安定した医療提供体制を維持する
ためには、同院の継続的な運営が不可欠である。当該病院に
必要な財政支援を行うことで、地域医療の確保と充実を図る。

R4以前～
R12以降

12,500 健康増進課

産科医等確保支援事業 ２－（１）
市内の分娩施設及び分娩施設に勤務する産科医等が減少し
ている現状に鑑み、分娩施設に補助金を交付することで産科
医等の処遇改善や確保を図る。

R4以前～
R12以降

3,000 健康増進課

あん摩マッサージ指圧等の
施術所管理事業

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、
柔道整復師法により、施術所届出受理、新規届出施術所へ立
ち入り検査が必要である。平成23年度から県特例条例による
移譲事務により市が実施している。

R4以前～
R12以降

8 健康増進課

救急勤務医支援事業

若手を中心とした医師のさらなる確保のため、医師の高齢化な
どにより、近年、特に厳しい勤務状況にある救急病院等におい
て、休日・夜間の救急医療に従事する医師の処遇改善を支援
するため、救急勤務医を支援する。

R6～
R11

1,200 健康増進課

基本施策７　地域医療体制の充実
（１）医療体制の維持・充実



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和7年度

事業費
(単位：千円）

担当課

子育て・福祉・医療・健康 ～希望をもち健やかに暮らせるまち～1

院内保育所運営事業

医師、看護師等の医療従事者の確保対策として、院内保育所
を運営する。
また、市内の医療機関の連携を目的に、市内医療機関に従事
する職員の子供の保育を行う。

R4以前～
R12以降

19,140 病院局

民間的経営手法導入事業

これまで、クラーク業務、医事業務等の委託化を推進してきた
が、今後も外注化が経営に有利となる業務に関しては外注化
を進める。また、契約方法についても、長期継続契約の導入や
業務内容の見直しを行い、費用の削減と業務の効率化に努め
る。
さらに、加算による診療報酬の増加により医業収益を改善す
る。

R4以前～
R12以降

0 病院局

定員適正化事業
病院経営、施設基準、診療体制や看護体制、医師・看護師の
確保等、さまざまな観点から人員体制について検討する。

R4以前～
R12以降

0 病院局

給与適正化事業 国家公務員の給与を基本として、給与の適正化を図る。
R4以前～
R12以降

0 病院局

医師確保事業
医師確保のため、他院の医師による当直回数を可能な限り増
やし、医師の負担を軽減する。また、医師クラークの確保により
医師の負担を軽減する。

R4以前～
R12以降

37,450 病院局

一般会計繰入金事業
地方公営企業繰出金の通知に定める基準により、一般会計か
らの繰入を行う。

R4以前～
R12以降

0 病院局

医療機器更新事業（通常
分）

医療機器を整備し、診療内容の充実を図り、来院患者数、診療
単価を増加させ医業収益の増収を図る。

R4以前～
R12以降

100,000 病院局

（２）市民病院の健全経営


